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席
毎
の
大
名
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

近
世
の
大
名
は
将
軍
の
居
城
で
あ
る
江
戸
城
に
登
城
す
る
と
、
本
丸
表
御
殿

の
大
廊
下
（
上
之
部
屋
・下
之
部
屋
）

．溜
之
間
・大
広
間
・帝
鑑
之
間
・
柳

之
間
・
雁
之
間
・菊
之
間
縁
頬
の
部
屋
の
い
ず
れ
か
に
伺
候
す
る
こ
と
が
定
め

ら
れ
て
い
た
(l
)。
こ
れ
ら
殿
席
の
区
別
は
、
個
々
の
大
名
の
成
り
立
ち
方
に

由
来
(2)
し
、
各
大
名
家
の
家
格
(3
)
を
も
っ
と
も
集
約
的
に
表
現
し
て
い
た

の
で
、
江
戸
城
内
の
儀
礼
の
場
の
み
な
ら
ず
、
大
名
の
幕
府
へ
の
勤
め
向
き
や
、

家
格
を
重
視
す
る
大
名
社
会
の
様
々
な
場
面
で
有
効
に
機
能
し
て
い
た
(4
)
0

こ
の
大
名
殿
席
制
に
関
し
て
は
、
大
名
家
格
論
や
類
型
論
と
し
て
そ
の
総
体

を
問
題
に
し
た
か
つ
て
の
筆
者
の
研
究
(5
)
が
あ
る
が
、
近
年
に
お
い
て
は
儀

礼
研
究
が
盛
ん
に
な
る
な
か
、
そ
の
関
心
の
度
合
い
も
高
ま
り
、
と
く
に
黒
書

院
溜
之
間
を
殿
席
と
す
る
「
溜
詰
」
に
つ
い
て
の
研
究
(6
)
が
蓄
積
さ
れ
て
い

る
。
筆
者
の
こ
の
研
究
の
目
的
は
殿
席
に
よ
る
大
名
類
別
の
あ
り
か
た
を
究
明

す
る
こ
と
を
通
し
て
、
「
幕
藩
制
」
と
一
D
で
く
く
ら
れ
る
「
近
世
国
家
」

内
実
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
そ
の
追
究
の
た
め
に
も
殿

殿
席
は
旧
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
御
三
家
な
ど
将
軍
家
所
縁
の
大
名
に
と

っ
て
の
休
息
所
で
あ
る
大
廊
下
（
上
之
部
屋
・下
之
部
屋
）
を
別
格
と
す
れ
ば
、

は
じ
め
に

【
論
文
1
】

雁
之
間
詰
大
名
の
江
戸
勤
め

の

幕
府
の
儀
式
等
に
参
列
す
る
た
め
に
、
本
丸
御
殿
の
表
玄
関
か
ら
出
入
り
す
る

大
名
た
ち
（
「
表
」
大
名
）
の
控
え
の
間
（
大
広
間
・
帝
鑑
之
間
・柳
之
間
）

と
、
儀
式
以
外
に
も
度
々
登
城
し
、
詰
め
奉
公
を
す
る
大
名
た
ち
（
「
詰
」
大

名
）
に
と
っ
て
の
詰
め
の
間
（
溜
之
間
・雁
之
間
・菊
之
間
縁
頬
）
と
で
構
成

さ
れ
る
。
本
稿
で
は
後
者
の
内
の
雁
之
間
詰
大
名
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。

雁
之
間
詰
大
名
の
こ
と
を
詰
衆
と
も
い
う
。詰
衆
と
は
元
来
主
君
の
近
く
に
詰

め
て
い
る
人
々
を
意
味
す
る
言
葉
で
、
語
例
は
室
町
1
戦
国
時
代
よ
り
あ
る
(7
)。

江
戸
幕
府
で
も
三
代
将
軍
家
光
の
時
代
に
用
例
が
見
ら
れ
、
四
代
将
軍
家
綱
の

そ
の
名
が
判
明
す
る
(8)
。
万
石
以
上

時
代
に
は
詰
衆
と
し
て
補
任
さ
れ
、

（
大
名
）
が
多
い
が
、
万
石
未
満
の
者
も
お
り
、
国
持
大
名
の
子
弟
も
い
た
。

奏
者
番
と
と
も
に
山
吹
之
間
に
詰
め
、
そ
の
後
「
御
右
筆
部
屋
奥
之
座
敷
」
へ

と
移
っ
た
(9
)。
明
暦
の
大
火
後
、
万
治
二
年
(
-
六
五
九
）
に
再
建
さ
れ
た

江
戸
城
で
は
高
家
と
と
も
に
雁
之
間
に
詰
め
、
以
後
定
着
し
た
。
江
戸
城
に
詰

め
る
こ
と
が
仕
事
で
あ
っ
た
た
め
、
万
石
以
上
（大名）
で
も
定
府
で
あ
っ
た

が
、
寛
文
四
年
(
-六
六
四
）
以
降
、
他
大
名
と
同
様
、
参
勤
交
代
す
る
よ
う

に
な
っ
た
(10)。
そ
の
後
五
代
将
軍
綱
吉
の
時
代
に
か
け
て
、
大
名
の
制
度
が
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整
い
、
次
第
に
「
御
取
立
の
御
譜
代
」
の
う
ち
、
城
主
の
大
名
は
江
戸
参
勤
中
、

代
わ
る
代
わ
る
雁
之
間
に
詰
め
る
と
い
う
形
が
成
立
し
た
(11)。

こ
う
し
て
確
立
し
た
雁
之
間
詰
大
名
の
江
戸
在
府
中
の
勤
め
向
き
を
本
稿
で

は
雁
之
間
詰
大
名
の
勤
務
日
誌
を
紹
介
し
な
が
ら
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
(12)。

す
な
わ
ち
使
用
す
る
史
料
は
専
ら
江
戸
東
京
博
物
館
所
蔵
丹
後
田
辺
藩
牧
野
家

文
書
の
中
の
「雁
之
間
日
記
」
（
資
料
番
号
9
6
2
0
1
0
3
0
)
で
あ
る
。

こ
れ
は
表
紙
の
記
載
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
文
政
十
年
(
-
八
二
七
）
六

月
二
十
五
日
か
ら
文
政
十
一
年
六
月
十
五
日
ま
で
の
約
一
年
間
の
記
録
で
、
雁

之
間
詰
大
名
の
陸
奥
国
福
島
藩
主
板
倉
甲
斐
守
勝
俊
の
「
留
」
を
丹
後
国
田
辺

藩
主
の
牧
野
内
匠
頭
節
成
が
借
用
し
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
記
述
は

と
く
に
断
ら
ぬ
限
り
こ
の
史
料
に
拠
る
（
全
文
を
翻
刻
し
末
尾
に
掲
載
し
た
）。

な
お
牧
野
家
文
書
中
に
は
牧
野
節
成
自
身
の
「留
」
で
あ
る
「
雁
之
間
日
記

坤」
（
資
料
番
号
9

乾
」
（
資
料
番
号
9
6
2
01
0
3
1)
（
天
保
二
年
六
月
三
日
＼
天
保
六
年
十

二
月
二
十
九
日
、
天
保
四
年
は
無
し
）
、
「
雁
之
間
日
記

6
2
0
1
0
3
2
)
（
天
保
七
年
正
月
朔
日
＼
天
保
十
一
年
三
月
二
日）
や、

雁
之
間
詰
大
名
の
勤
め
方
心
得
と
も
い
う
べ
き
文
書
が
数
多
く
あ
り
、
こ
れ
ら

も
適
宜
参
考
に
し
た
(13)。
ま
た
出
羽
国
山
形
藩
主
水
野
忠
精
の
詰
衆
時
代

（弘
化
三
年
八
月
＼
嘉
永
六
年
三
月
）
の
日
記
（
東
京
都
立
大
学
付
属
図
書
館

所
蔵
）
が
、
影
印
版
『
水
野
忠
精
幕
末
老
中
日
記
』
第
一
巻
）
に
収
め
ら
れ
て

お
り
、
併
せ
て
参
照
し
た
。

勤
し
て
い
た
。
子
・寅
・辰・
午
．申
．戌
の
年
の
六
月
に
参
府
し
、

一
年
後

大
名
が
参
勤
交
代
で
江
戸
に
出
府
す
る
こ
と
を
参
勤
（
参
府
）
、
領
地
に
帰

る
こ
と
を
御
暇
と
い
う
。
文
政
十
年
(
-八
二
七
）
六
月
二
十
五
日
早
朝
、
陸

奥
国
福
島
藩
五
万
石
の
大
名
板
倉
勝
俊
は
江
戸
城
に
登
城
し
、
「
参
勤
の
御
礼
」

を
し
た
。
将
軍
家
斉
に
拝
謁
し
、
献
上
物
を
進
上
し
た
の
で
あ
る
。
世
子
家
慶

の
い
る
西
丸
へ
も
出
仕
し
、
そ
の
後
老
中
・若
年
寄
の
屋
敷
を
廻
勤
し
て
、
昼

頃
帰
宅
し
た
。
同
日
、
同
席
（
雁
之
間
詰
）
の
大
名
五
、
六
人
も
同
じ
く
「
参

勤
の
御
礼
」
を
し
た
。
そ
し
て
翌
二
十
六
日
「
同
席
之
内
向
詰
之
衆
」
が
御
暇

を
賜
っ
た
。
雁
之
間
詰
同
士
で
江
戸
勤
め
を
交
代
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

表
ー
は
「
武
鑑
」
等
で
作
成
し
た
文
政
十
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
詰
衆
で

あ
っ
た
大
名
一
覧
で
あ
る
。
二
十
五
名
を
数
え
る
。
雁
間
詰
を
家
格
と
す
る
大

名
家
の
数
は
も
っ
と
多
い
が
、
老
中
・若
年
寄
や
奏
者
番
な
ど
の
役
職
に
就
い

て
い
る
者
は
、
そ
の
期
間
詰
衆
で
は
な
く
、
こ
の
表
に
は
含
ま
れ
な
い
。

大
名
の
参
勤
・
御
暇
の
時
期
は
家
ご
と
に
決
ま
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時
代
、
雁

間
詰
の場合、
A
.
B
.
C
.
D四つ
の
グ
ル
ー
プ
の
い
ず
れ
か
に
属
し
て
参

の
丑
．
卯
．
巳
・未
・酉
．亥
の
年
の
六
月
に
御
暇
す
る
A
グ
ル
ー
プ
、
丑
・

卯
．
巳
・
未
・
酉
．
亥
に
参
府
し
、

一
年
後
の
子
・寅
・辰
・午
．申・
戌
に

御
暇
す
る
B
グ
ル
ー
プ
、
毎
年
十
二
月
に
参
府
し
、
翌
年
八
月
に
御
暇
す
る
C

グ
ル
ー
プ
、
毎
年
八
月
に
参
府
し
、
翌
年
二
月
に
御
暇
す
る
D
グ
ル
ー
プ
の
四

つ
で
あ
る
。

「
向
詰
」
の
衆
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

一
、
雁
之
間
詰
大
名
の
参
勤

140 



雁之間詰大名の江戸勤め

表 1 文政10 • 11年詰衆一覧

姓名 城地 石高 参勤 備 考

稲葉丹後守正守 山 城淀 102,000  A  文政 6 .6 家督

阿部飛騨守正篤 陸奥白 川 100,000  B  文政 6.12家督

阿部対馬守正寧 備後福山 100,000  B  文政 9 8 家督

戸田越前守忠温 下野宇都宮 77,850 A  文政 6 .4 家督

秋元但馬守久朝 出羽 山 形 60,000 A  文化 7. 8 家督

井上河内守正春 陸奥棚倉 60,000  B  文政 3 4 家督

久世長門守広運 下総関宿 58,000 C  文化14.11家督

松平錫 耀承 上野高崎 82,000 C  文政 8 .4 家督

板倉阿波守勝職 備中松 山 50,000  B  文化元． 8 家督 文政10.11奏者番

永井飛騨守直輿 摂津高槻 36,000 B  文化 6.8 家督

牧野内匠頭節成 丹後田辺 35,000  B  文政 8 .11家督

土井錦橘 利忠 越前 大 野 40,000  A  文政元． 7 家督 文政11能登守

朽木隠岐守綱條 丹波福知山 32,000 A  文政 3.6 家督

大久保佐渡守忠成 下野烏山 30,000 D  忠保文政10.9 家督

青山大膳亮幸寛 美濃八幡 48,000 B  文化12.12家督

板倉甲斐守勝俊 陸奥福島 50,000 B  文化12.6 家督

松平能登守乗美 美濃岩村 30,000 A  文政 9.8 家督

三浦備後守 砒次 美作勝 山 23,000  B  文化13. 4 家督

板倉伊予守勝明 上野安中 20,000 D  文政 3.10家督

松平備中守正義 上総大多喜 20,000 C  文政 9 .10家督

石川中務少輔総承 常陸下館 20,000 D  文化 5 .12家督

阿部山城守正醗 上総佐貫 16,000 D  文政 8 .4 家督

牧野内膳正康明 信濃 小 諸 15,000 A  文政 2 4 家督、文政10.9鑓吉家督

黒田豊前守直静 上総久留里 30,000 C  文政 6 .10家督

酒井修理大夫忠順 若狭 小 浜 10,3558 A  文政11. 3 家督

この表は深井雅海・ 藤賓久美子編「江戸幕府役職武鑑編年集成j 「江戸幕府大名武鑑編年集成j （東洋書林）
『文政武鑑』 5 （柏書房）等により作成 した。
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以
下
、
板
倉
勝
俊
の
江
戸
勤
め
の
様
子
を
見
て
い
く
が
、
そ
の
日
々
の
勤
め

、。
L
V
 

人
々
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
板
倉
の
「
留
」
を
借
り
た
牧
野
節

成
も
B
グ
ル
ー
プ
の
大
名
で
あ
る
。
板
倉
と
一緒
に
勤
務
し
た
「
詰
衆
」
仲
間

は
ま
ず
B
グ
ル
ー
プ
と
D
グ
ル
ー
プ
、
年
明
け
か
ら
は
D
グ
ル
ー
プ
に
代
わ
っ

て
C
グ
ル
ー
プ
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
14)0

さ
て
、
板
倉
勝
俊
は
天
明
八
年
（
一七
八
八
）
に
生
ま
れ
、
文
化
十
二
年

（
一
八
一
五
）
六
月
に
二
十
八
歳
で
父
勝
長
の
遺
領
を
相
続
し
て
い
る
(15)。
文

政
十
年
当
時
四
十
歳
、
詰
衆
と
し
て
の
勤
め
も
経
験
豊
富
で
あ
っ
た
。
文
政
八

年
十
一
月
に
十
六
歳
で
家
督
を
継
い
だ
ば
か
り
の
牧
野
節
成
(16)が
「
留
」
を

借
り
た
の
も
、
先
輩
の
板
倉
か
ら
勤
め
方
を
学
ぶ
た
め
で
あ
っ
た
に
違
い
な

を
概
観
す
る
と
、
お
よ
そ
三
種
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
殿
中
の
勤
め
で
あ
る
。

一
般
に
在
府
の
大
名
は
年
始
・
八
朔
・嘉
祥
・玄
猪
等
や
月
次
（
朔
日
・十
五

日
・
ニ
十
八
日
）
に
登
城
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
詰
衆
は
こ
の
ほ
か
に

も
「
詰
日
」
な
ど
が
あ
り
、
し
ば
し
ば
登
城
し
た
。
こ
こ
で
は
板
倉
の
事
例
に

即
し
て
そ
の
出
仕
の
シ
ス
テ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
は
将
軍
の
紅
葉
山
や

上
野
・
増
上
寺
へ
の
参
詣
に
関
わ
る
勤
め
で
あ
る
。
予
参
や
供
奉
と
い
っ
た
仕

B
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
向
詰
」
の
衆
と
は
A
グ
ル
ー
プ
の

A
グ
ル
ー
プ
と
B
グ
ル
ー
プ
は
宇
都
宮
藩
戸
田
家
を
除
け
ば
関
東
以
外
の
大

名で、

一年
交
代
で
参
勤
す
る
。
交
代
期
は
六
月
で
あ
る
。
C
グ
ル
ー
プ
と
D

グ
ル
ー
プ
は
い
ず
れ
も
関
東
の
大
名
で
、
半
年
交
代
で
参
勤
す
る
。
交
代
期
は

八
月
と
二
月
で
あ
る
。
但
し
C
グ
ル
ー
プ
は
十
二
月
に
は
参
府
す
る
。
幕
府
の

正
月
儀
礼
に
参
列
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
文
政
十
年
は
亥
年
で
、
板
倉
勝
俊
は

事
が
ど
の
よ
う
に
果
た
さ
れ
て
い
た
か
明
ら
か
に
す
る
。
―
―
一
番
目
は
門
番
の
勤

め
で
あ
る
。
板
倉
勝
俊
は
「
参
勤
の
御
礼
」
の
二
日
後
の
六
月
二
十
八
日
に
外

桜
田
御
門
番
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
翌
年
の
六
月
十
五
日
ま
で
勤
め
て
い
る
。

門
番
や
火
の
番
は
他
席
の
大
名
も
在
府
中
命
じ
ら
れ
る
役
で
、
詰
衆
固
有
の
勤

め
で
は
な
い
が
、
詰
衆
の
仕
事
と
平
行
し
て
の
勤
め
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

二
、
殿
中
の
勤
め

参
勤
後
初
詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
、無
別
条
、
高
家
詰
番
武
田
、

御
奏
者
当
番
安
藤

こ
の
日
、
板
倉
勝
俊
は
参
勤
後
初
詰
日
で
あ
っ
た
(17)。
詰
日
と
い
う
の
は
、

詰
番
を
勤
め
る
日
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
詰
衆
は
代
わ
る
代
わ
る
登
城
し
て
、

詰
め
の
間
で
あ
る
雁
間
に
詰
め
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
た
。
板
倉
の
詰
日
の

記
事
は
こ
の
後
も
簡
単
で
、
出
宅
の
時
刻
、
相
詰
の
名
、
高
家
詰
番
と
奏
者
当

番
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
出
宅
時
刻
は
い
つ
も
辰
半
刻
（
午
前

九
時
頃
）
で
あ
る
。
板
倉
の
上
屋
敷
は
土
手
四
番
町
に
あ
り
、
大
手
よ
り
二
十

二
丁
（
約
二
四
0
0
メ
ー
ト
ル
）
あ
っ
た
。
徒
歩
三
十
分
程
度
の
距
離
で
あ
る
。

水
野
忠
精
の
日
記
（
以
下
「
水
野
日
記
」
と
記
す
）
に
よ
る
と
、
詰
衆
は
詰
日

に
は
中
之
口
か
ら
登
城
し
、
い
っ
た
ん
坊
主
部
屋
に
行
き
、
老
中
登
城
の
後
、

相
詰
う
ち
揃
っ
て
雁
之
間
に
詰
め
た
こ
と
が
わ
か
る
（お）。
相
詰
と
は
一
緒
に

ま
ず
六
月
晦
日
の
日
記
を
見
て
み
よ
う
。

(1)
詰
日

た
か
見
て
い
く
。
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代
わ
り
を
立
て
て
は
い
な
い
。

詰
番
を
勤
め
た
者
で
、
こ
の
日
の
相
詰
は
黒
田
直
静
（
表
1
参
照
）
で
あ
っ
た
。

高
家
詰
番
は
武
田
（
左
京
大
夫
信
典
）
と
あ
る
。
高
家
の
席
も
雁
間
で
、
詰
衆

と
同
様
交
代
で
詰
め
て
い
た
。
奏
者
番
の
席
は
隣
室
の
芙
蓉
間
で
あ
る
が
、
当

番
の
名
が
必
ず
記
載
さ
れ
て
い
る
。
種
々
の
行
事
に
同
席
す
る
こ
と
が
多
か
っ

表
2
は
板
倉
の
詰
日
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
五
日
間
隔
で
勤
め

て
い
る
が
、
「
助
」
や
「
急
助
」
と
い
う
制
度
が
あ
り
、
詰
日
に
あ
た
っ
て
い

る
者
が
病
気
等
の
場
合
、
代
わ
り
に
出
勤
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
板
倉

は
閏
六
月
十
四
日
に
は
永
井
直
輿
の
「
急
助
」
と
し
て
出
勤
し
て
い
る
。
代
わ

っ
て
も
ら
う
と
そ
の
後
に
「
返
詰
」
を
す
る
決
ま
り
で
、
「
俄
不
快
」
で
勤
め
を
休

ん
だ
永
井
は
板
倉
の
詰
日
の
二
十
日
に
「
返
詰
」
を
し
て
い
る
。
予
め
都
合
の

悪
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
「
差
替
」
と
い
っ
て
、
互
い
の
詰
日

を
交
換
し
た
。
病
気
が
長
引
い
た
と
き
に
は
七
月
二
日
の
板
倉
勝
職
の
よ
う
に

「
詰
日
断
」
を
す
る
と
詰
日
割
か
ら
除
か
れ
た
。
急
助
順
も
前
も
っ
て
決
め
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
書
付
を
朔
日
と
十
五
日
の
詰
日
の
者
が
廻
達
し
て
い
る
。

詰
日
の
勤
め
は
二
人
な
い
し
三
人
で
勤
め
た
。
表
に
見
る
如
く
、
九
月
二
十

一
日
ま
で
は
二
人
で
勤
め
、
相
詰
は
黒
田
直
静
か
三
浦
砒
次
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
九
月
二
十
八
日
に
は
板
倉
と
黒
田
、
そ
れ
に
大
久
保
忠
保
が
加
わ
り
、
三

人
で
勤
め
て
い
る
。大
久
保
は
同
月
一
―
十
三
日
に
家
督
を
相
続
し
た
ば
か
り
で
、

こ
の
日
が
「
初
詰
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
三
人
詰
が
続
く
が
、
十
月

十
七
日
か
ら
は
二
人
、
そ
し
て
十
二
月
十
八
日
か
ら
は
三
月
十
日
ま
で
再
び
三

人
で
詰
め
て
い
る
。
三
人
詰
の
と
き
に
は
、
そ
の
内
一人
具
合
が
悪
く
て
も
、

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

能
旨
被
申
聞
、
畢
而
退
去

老
衆
登

御
機
嫌

相
詰
の
組
み
合
わ
せ
は
お
よ
そ
一
定
し
て
い
る
。
六
月
1
九
月
、
翌
年
四
月

＼
五
月
は
黒
田
直
静
、
十
月
＼
二
月
は
大
久
保
忠
保
と
の
組
み
合
わ
せ
が
多
い
。

黒
田
は
十
二
月
参
府
、
八
月
御
暇
の
C
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
が
、
文
政
十
年
は
九

月
ま
で
在
府
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
大
久
保
は
八
月
参
府
、

ル
ー
プ
で
あ
る
。
三
人
詰
の
相
詰
は
正
月
ま
で
大
久
保
・
板
倉
勝
明
(Dグ
ル

ープ）、
二
月
以
降
は
久
世
広
運
(C
グ
ル
ー
プ
）

プ
）
で
、
参
勤
時
期
に
よ
り
交
代
し
て
い
る
。
「向詰」

に
勤
め
て
い
る
の
は
、
日
記
に
も
あ
る
よ
う
に
、
文
政
十
年
十
一
月
朔
日
に
初

め
て
御
目
見
し
、
十
二
月
十
六
日
に
叙
爵
し
て
錦
橘
を
能
登
守
と
改
め
た
ば
か

り
で
、
初
め
て
の
御
暇
を
賜
る
以
前
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
(19)。

さ
て
、
詰
日
の
勤
め
の
中
身
で
あ
る
が
、
板
倉
の
日
記
は
詳
し
く
な
い
の
で
、

「
水
野
日
記
」
の
弘
化
四
年
二
月
二
日
条
を
見
る
と

城
有
之
候
と
、
例
之
通
雁
之
間
へ
相
詰
着
座
、
御
廻
り
二

而
上
座
自
分
よ
り

明
三
日
登

二
月
御
暇
の
D
グ

の
土
井
利
忠
が
一緒

御
機
嫌
相
伺
候
旨
申
述
、
月
番
老
衆

城
刻
限
井
着
服
之
儀
、
大
目
付
池
田
筑
州
へ
従
自
分
承

合
候
処
、
例
刻
・
服
紗
小
袖
半
袴
之
旨
申
聞
候

帰
宅
之
上
同
席
衆
へ
廻
達
い
た
し
候

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
雁
間
に
詰
め
て
、
①
老
中
の
廻
り
の
さ
い
御
機
嫌
伺
い
の

挨
拶
を
す
る
こ
と
と
、
②
大
目
付
か
ら
の
通
達
を
同
席
衆
へ
廻
達
す
る
こ
と
以

外
に
特
別
な
こ
と
は
な
い
。
①
の
老
中
の
廻
り
と
は
毎
日
揃
っ
て
御
用
部
屋
か

ら
本
丸
表
の
各
部
屋
を
廻
り
（図
l
)、
諸
役
人
と
挨
拶
を
交
わ
す
と
い
う
も

の
で
あ
る
(20)。
②
は
、
幕
府
の
通
達
、
指
示
、
命
令
を
通
常
は
大
目
付
を
通
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表 2 板倉勝俊の詰番

詰 日 相 詰 高家詰番 奏者当番 備 考
6 月28日※ 阿部対馬守＊ ※＊青山大膳亮 ・板倉阿波守の

「助之心得」
6月晦日 黒田豊前守 武田左京大夫 安藤対馬守

閏 6 月 5 日 黒田豊前守 戸田土佐守 土屋相模守

閏6 月10日 黒田豊前守 宮原弾正大弼 永井肥前守

閏6 月14日※ 牧野内匠頭 横瀬美濃守 丹羽長門守 ※永井飛騨守の忽助、 20日返詰
閏6 月15日 阿部対馬守＊ ＊黒田豊前守の「助之心得」
閏6 月18日※ 青山大膳亮 ※板倉安房守の差替

閏6 月25日 黒田豊前守 織田主計頭 牧野越中守

7 月朔日 黒田豊前守 横瀬美濃守 本多下総守

7 月 6 日 牧野内匠頭＊ 畠山中務大輔 永井肥前守 ＊三浦備後守の差替

7 月11日 三浦備後守 武田左京大夫 土屋相模守

7 月15日 黒田豊前守 今川形部大輔 大岡主膳正

7 月20日 三浦備後守 宮原弾正大弼 土井淡路守

7 月23日※ 井上河内守＊ 武田左京大夫 丹羽長門守 ※牧野内匠頭の差替、24日返詰、
＊永井飛騨守の差替

7 月29日 三浦備後守 由良播磨守 本多下総守

8 月 3 日 黒田豊前守 今川形部大輔 大岡主膳正

8 月 8 日 松平備中守＊ 横瀬美濃守 永井肥前守 ＊三浦備後守へ返詰

8 月22日 黒田豊前守 横瀬美濃守 土井淡路守

8 月25日※ 板倉伊予守 横瀬美濃守 土井淡路守 ※永井飛騨守へ13日の返詰
8 月27日 三浦備後守 中條大和守 永井肥前守

9 月朔日 黒田豊前守

9 月 6 日 黒田豊前守 由良播磨守 永井肥前守

9 月11日 黒田豊前守 大澤右京大夫 本多下総守

9 月16日 黒田豊前守 由良播磨守 永井肥前守

9 月21日 黒田豊前守 前田出雲守 本多下総守

9 月26日 黒田豊前守・大久保佐渡守 畠山中務大輔 堀大和守

9 月28日
10月 7 日 黒田豊前守・大久保佐渡守 大澤右京大夫 堀田豊前守

10月12日 阿部飛騨守＊ 畠山中務大輔 太田摂津守 ＊大久保佐渡守へ返詰
10月17日 大久保佐渡守 武田左京大夫 九鬼長門守

10月22日 大久保佐渡守 横瀬美濃守 九鬼長門守

10月27日 大久保佐渡守 宮原弾正大弼 西尾隠岐守

11月 3 日 大久保佐渡守 大澤右京大夫 永井肥前守

11月 8 日 大久保佐渡守 前田出雲守 本多下総守

11月13日 大久保佐渡守 前田出雲守 松平丹後守

11月18日 大久保佐渡守 畠山飛騨守 永井肥前守
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11月23日 大久保佐渡守 畠山中務大輔 本多下総守

11月28日 大久保佐渡守

12月 3 日 大久保佐渡守 今川形部大輔 本多下総守

12月 8 日 大久保佐渡守 戸田備後守 本多下総守

12月13日 大久保佐渡守 戸田土佐守 土井淡路守

12月18日 大久保佐渡守・板倉伊予守 横瀬芙濃守 大岡主膳正
12月28日 大久保佐渡守・板倉伊予守

正月 9 日 板倉伊予守 宮原弾正大弼 士井淡路守

正月 19日 大久保佐渡守板倉伊予守 畠山中務大輔 本多下総守

正月 29日 大久保佐渡守・板倉伊予守

2 月10日※ 大久保佐渡守＊ ※＊助詰

2 月15日
2 月20日 久憔長門守・土井能登守

2 月24日 井上河内守 前田出雲守 九鬼長門守

3 月 5 日 前田出雲守 板倉阿波守

3 月10日 土井能登守松平備中守

3 月15日 上井能登守
3 月17日※ 青山大膳亮 大澤修理大夫 松平丹後守 ※三浦備後守の差替、 20日返詰
3 月25日 土井能登守 畠山飛騨守 本多下総守

3 月29日※ 酒井修理大夫・牧野内匠頭 今川形部大輔 板倉阿波守 ※松平備中守の差替、晦日返詰

4 月 5 日 阿部飛騨守＊ 由良播磨守 西尾隠岐守 ＊黒田豊前守の差替

4 月10日 黒田豊前守 大澤修理大夫 上屋相模守
4 月15日 黒田豊前守
4 月17日※ 黒田豊前守＊ 前田出雲守 九鬼長門守 ※三浦備後守

＊青山大膳亮の助詰

4 月25日※ 永井飛騨守＊ 前田出雲守 大岡主膳正 ※士井能登守へ24日の返詰、＊
黒田豊前守へ返詰

4 月29日 黒田豊前守 前田出雲守 九鬼長門守

5 月 4 日 酒井修理大夫 武田左京大夫 西尾隠岐守

5 月 9 日 黒田豊前守

5 月13日 永井飛騨守＊ 大澤右京大夫 九鬼長門守 ※酒井修理大夫へ返詰

5 月18日 黒田豊前守 大澤修理大夫 土井淡路守

5 月22日 酒井修理大夫 由良播磨守 松平丹後守
5 月29日※ 阿部飛騨守＊ 畠山飛騨守 堀田豊前守 ※井上河内守へ27日の返詰、＊

青山大膳亮の返詰

6 月朔日 阿部飛騨守＊ ＊酒井修理大夫の「助之心得」

6 月 6 日 土井能登守＊ 宮原弾正大弼 牧野越中守 ＊黒田豊前守の差替

6 月 7 日※ 井上河内守＊ 武田左京大夫 板倉阿波守 ※土井能登守の差替、 10日に返
詰、＊三浦備後守の差替
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西

A
F
 

立
l俎
ー
じ
r

図 1

は
月
次
の
御
礼
日
で
、
在

師
月
朔
日
（
二
月
・
三

月
を
除
く
）
、

月
・
ニ
月
・
四
月
・
七

月
・
十
二
月
の
二
十
八
日

（
六
月
を
除
く
）
と
、
正

十
五
日

(2)
月
次
御
礼
日

一
年
間
の
詰
日
を
集
計
す

六
ー
七
日
、
少
な
い
月
で

内唸：

t"．ぶな
尺

を
板
倉
勝
俊
は
多
い
月
で

こ
う
し
た
詰
日
の
勤
め

は
い
つ
も
よ
り
遅
く
九
つ
半
（
午
後
一
時
頃
）
で
あ
っ
た
が
、
大
体
九
つ

(+
 

し
て
受
け
て
、
そ
の
達
し
（
口
頭
で
伝
え
ら
れ
る
場
合
IID達
と
、
書
面
11
達

書
で
伝
え
ら
れ
る
場
合
と
が
あ
る
）
を
伝
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面
で

は
詰
衆
の
方
か
ら
翌
日
（
家
斉
七
回
忌
の
法
事
で
惣
出
仕
）
の
登
城
の
時
刻
と

着
服
を
大
目
付
に
間
い
合
わ
せ
、
そ
の
回
答
を
廻
達
し
て
い
る
。
詰
衆
は
老
中

の
廻
り
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
退
出
し
た
。
水
野
患
精
が
帰
宅
し
た
の
は
こ
の
日

二
時
頃
）
に
は
帰
宅
し
て
い
る
。
同
席
衆
へ
の
建
達
は
帰
宅
し
て
か
ら
し
て
い

る
。
帰
宅
し
て
か
ら
達
し
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
場
合
も
同
様
に
廻
達

し
て
い
る
(21)。

――-＼
四
日
勤
め
た
。
彼
の

る
と
七
一
日
と
な
る
。

一
六
日
と
な
る
。

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

府
の
諸
大
名
は
い
ず
れ
も
登
城
し
、
将
軍
に
御
目
見
し
た
。
詰
衆
の
場
合
、
詰

日
と
重
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
御
礼
日
は
朝
が
早
く
、
板
倉
勝
俊
は
卯

中
刻
（
午
前
六
時
頃
）
前
後
に
出
宅
、
登
城
し
て
い
る
(22)。

「
水
野
日
記
」
に
よ
る
と
、
詰
衆
は
い
っ
た
ん
席
（
雁
間
）
に
出
た
後
、
奏

者
番
・
高
家
と
と
も
に
西
湖
之
間
御
縁
で
御
目
見
し
て
い
る
。
終
わ
る
と
殆
ど

は
す
ぐ
帰
宅
し
た
(23)
が
、
将
軍
の
「
入
御
」
ま
で
、
詰
日
の
詰
衆
を
含
む
若

干
名
の
詰
衆
が
芙
蓉
之
間
御
縁
に
詰
め
る
「
居
残
」
と
い
う
慣
わ
し
が
あ
っ
た

(24)。
「
水
野
日
記
」
に
は
必
ず
「
居
残
」
四
名
の
名
前
が
記
さ
れ
、
板
倉
の
日

記
に
も
「
残
り
」
の
人
々
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
（
閏
六
月
朔
日
条
な
ど
）
。

こ
の
「
居
残
」
も
輪
番
制
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

出
仕
の
詰
衆
全
員
が
席
に
残
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
板
倉
の
日
記
に
よ
れ
ば
、

十
二
月
二
十
八
日
に
は
「
一
統
居
残
」
り
、
老
中
に
「
歳
暮
之
御
祝
儀
」
を
言

は
か
ま
ぎ

の
「
御
襦
着
之

上
し
て
い
る
。
正
月
二
十
八
日
に
は
老
中
か
ら
若
君
（
家
定
）

御
祝
儀
御
能
」

を
除
く
）

の
見
物
を
直
達
さ
れ
て
い
る
。
全
員
居
残
り
を
箭
も
っ
て
指
示

板
倉
勝
俊
は
在
府
期
間
中
、
二
七
日
を
数
え
る
月
次
御
礼
日
（
元
旦
・
八
朔

の
内
、
八
月
十
五
日
を
除
く
二
四
日
登
城
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
八

日
は
詰
日
と
重
な
っ
て
い
る
。
詰
日
以
外
に
月
次
御
礼
の
た
め
登
城
し
た
の
は

(3)
不
時
御
礼

不
時
御
礼
と
は
、
月
次
な
ど
定
例
御
礼
日
以
外
の
日
に
行
わ
れ
る
不
定
期
の

御
目
見
を
い
う
。
参
勤
・
御
暇
の
大
名
、
賜
暇
・
帰
謁
の
遠
国
役
人
、
出
張
役
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初）

六
日
・
七
日
（
若
菜
の
祝
い

十
一
日
（
具
足
の
祝
い
）
、
日
光
門

人
な
ど
が
い
る
と
行
わ
れ
た
。
こ
の
日
詰
衆
は
全
員
出
仕
す
る
こ
と
に
な
って

い
た
よ
う
で
、
月
次
御
礼
日
と
同
様
、
早
朝
よ
り
登
城
し
、
老
中
の
登
城
時
間

に
合
わ
せ
て
席
（
雁
之
間
）
に
詰
め
た
。
そ
の
後
竹
の
廊
下
に
移
動
し
、
黒
書

院
で
御
礼
衆
の
御
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
松
溜
（
溜
之
間
）
に
着
座
し
、
将

軍
の
「
入
御
」
の
さ
い
御
目
見
し
た
(2
5)
0

板
倉
勝
俊
の
場
合
を
み
る
と
、
不
時
御
礼
に
よ
り
登
城
し
た
の
は
、
六
月
二

十
七
日
、
九
月
二
十
二
日
、
十
二
月
二
十
二
日
、
二
月
十
八
日
、
四
月
十
九
日
、

四
月
二
十
二
日
、
六
月
十
一
日
の
七
日
で
あ
る
。
文
政
十
年
か
ら
十
一年
に
か

け
て
の
不
時
御
礼
は
こ
の
七
日
の
み
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
板
倉
は
す
べ
て
の

不
時
御
礼
に
出
仕
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
詰
衆
全
員
の
出
席
状
況
な
ど
、
さ
ら

に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
将
軍
が
表
に
「
出
御
」す
る
と
き
、
そ

の
近
く
に
詰
め
て
い
る
こ
と
が
詰
衆
の
詰
衆
た
る
所
以
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

(4
)
定
例
・
臨
時
の
行
事

幕
府
の
行
事
に
は
定
例
の
も
の
と
、
臨
時
の
も
の
が
あ
る
。
定
例
の
も
の
は
、

正
月
の
行
事
を
は
じ
め
、
八
朔
・
嘉
祥
・
玄
猪
、
五
節
句
な
ど
で
あ
る
。
臨
時

一
年
に
か
け
て
、

の
も
の
は
将
軍
家
の
吉
凶
に
関
わ
る
行
事
で
あ
る
。

詰
衆
は
こ
れ
ら
様
々
な
行
事
に
参
列
し
た
。
板
倉
勝
俊
は
文
政
十
年
か
ら
十

八
朔
、
重
陽
（
九
月
九
日
）
（26）、
玄
猪
(+月三日）
、
将

軍
家
斉
の
誕
生
日
（
十
月
五
日
）
、
正
月
元
日
・
ニ
日
・
三
日

主
登
城
（
二
月
朔
日
）、
上
巳
（三月三日）
、
婚
午
（
五
月
五
日
）
等
の
定
例

行
事
に
出
席
し
て
い
る
。
五
節
句
の
内
七
夕
の
記
事
は
な
い
が
、
『
読
徳
川
実

（
同
夕
謡

紀
』
の
同
日
条
に
「
七
夕
の
御
祝
規
の
ご
と
し
」
と
あ
り
、
例
年
ど
お
り
行
わ

れ
て
い
る
。
板
倉
が
こ
の
日
登
城
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
理
由
が

あ
る
筈
で
あ
る
が
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
定
例
行
事
に
在
府
の
大
名
が
必
ず
登
城
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
正
月
参
賀
・八
朔
・
嘉
祥
・玄
猪
と
五
節
句
は
概
ね
出
席
し
て
い
た
と
み

ら
れ
る
が
、
そ
の
他
の
行
事
へ
の
参
列
は
家
格
に
よ
り
差
違
が
あ
る
。
大
広
間

登
城
せ
ず
、
対
し
て
溜
詰
と
帝
鑑
之
間
席
（
譜
代）
の
大
名
は
度
々
登
城
し
て

いる
。
詰
衆
は
そ
れ
よ
り
も
多
く
登
城
す
る
。
将
軍
の
誕
生
日
に
登
城
す
る
の

は
役
人
以
外
で
は
詰
衆
の
み
で
あ
る
(
2
7
)
0

次
に
板
倉
勝
俊
が
関
わ
っ
た
臨
時
の
行
事
（
祝
儀
・
法
事
）
を
み
て
み
よ
う
。

十
月
二
十
二
日
、
日
光
門
主
（
輪
王
寺
門
跡
公
猷
法
親
王
）
が
養
子
の
新
宮

（
公
紹
法
親
王
）
（28）を
迎
え
た
こ
と
を
祝
っ
て
殿
中
で
能
が
催
さ
れ
た
。
板
倉

は
こ
の
日
、
詰
日
で
あ
っ
た
が
、
早
朝
（
卯
刻
）
出
宅
し
、
夕
刻
七
半
刻
（
午

後
四
時
頃
）
過
ぎ
帰
宅
し
て
い
る
。
十
一
月
二
十
―
―
一
日
（
板
倉
詰
日
）
に
は
、

家
斉
の
男
恒
之
丞
（
斉
彊
）
が
清
水
家
を
相
続
し
、
移
徒
し
た
。
特
別
な
催
し

は
な
く
、
「
詰
合
」
の
も
の
だ
け
が
老
中
の
廻
り
の
さ
い
、
「御
祝
儀
申
上
ル
」

と
祝
詞
を
述
べ
、
月
番
老
中
が
「
目
出
度
儀
」
と
答
え
て
い
る
。
将
軍
家
族
に

祝
い
事
が
あ
る
と
老
中
と
の
間
に
こ
う
し
た
挨
拶
を
交
わ
す
こ
と
が
例
と
な
っ

て
い
た
。
出
仕
の
人
々
は
祝
儀
の
軽
重
に
よ
り
差
違
が
あ
り
、
当
日
詰
日
の
も

の
限
り
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
詰
衆
が
一
統
出
仕
す
る
場
合
も
あ
り
、
大
名
・
諸

役
人
が
惣
出
仕
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
十
一
月
二
十
七
日
に
家
斉
の
娘
溶
姫
が

加
賀
藩
主
前
田
斉
泰
と
結
婚
し
、
本
郷
の
加
賀
邸
に
輿
入
れ
し
た
と
き
に
は
一

席
（国
持
、
四
品
以
上
の
外
様
）
・
柳
間
席
（
外
様
）
の
大
名
は
原
則
と
し
て
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統
出
仕
し
、
婚
礼
が
済
ん
だ
二
十
八
日
に
は
惣
出
仕
し
て
い
る
(29)。
清
水
家
の

相
続
よ
り
も
前
田
家
と
の
婚
姻
の
方
が
重
い
行
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

十
二
月
一
二
日
（
板
倉
詰
日
）
に
は
「
若
君
」
（
家
慶
男
政
之
助
）
に
「
家
祥」

の
名
を
進
呈
す
る
祝
儀
が
あ
り
、
こ
の
日
出
仕
の
者
は
御
機
嫌
伺
い
後
雁
之
間

で
酒
・
吸
物
を
頂
戴
し
て
い
る
。
翌
四
日
は
惣
出
仕
で
登
城
し
て
い
る
。
年
が

明
け
て
正
月
二
十
一日
に
は
「若
君
」
の
袴
着
の
祝
い
が
あ
っ
た
。
翌
二
十
二

日
は
惣
出
仕
、
二
月
二
日
に
祝
い
の
能
が
催
さ
れ
、
詰
衆
も
見
物
を
許
さ
れ
、

柳
之
間
で
料
理
を
頂
戴
し
て
い
る
。
翌
三
日
に
は
御
礼
の
た
め
登
城
し
、
西
丸

将
軍
家
斉
の
実
父
一
橋
治
済
（
最
樹
院
）
は
文
政
十
年
二
月
一―
十
日
に
死
去

し
た
が
、
そ
の
一周
忌
法
会
に
先
立
っ
て
、
寛
永
寺
で
行
わ
れ
た
謄
官
(30)
法

会
が
二
月
五
日
に
終
わ
り
、
詰
衆
は
一
統
出
仕
し
て
、
老
中
の
廻
り
の
さ
い
上

一周
忌
法
会
は
六
日
に
始
ま

り
、
詰
衆
は
そ
の
初
日
と
八
日
の
結
願
に
御
機
嫌
伺
い
(31)
の
た
め
一統
出
仕

し
、
法
事
が
済
ん
だ
十
二
日
に
惣
出
仕
に
よ
り
登
城
し
、
そ
れ
ぞ
れ
老
中
と
挨

拶
を
交
わ
し
て
い
る
。一
一
月
二
十
日
か
ら
は
安
永
八
年
二
月
二
十
四
日
に
死
去

し
た
十
代
将
軍
家
治
の
世
子
家
基
（
孝
恭
院
）

嫌
を
伺
い
、

の
五
十
回
忌
法
会
が
寛
永
寺
で

催
さ
れ
、
詰
衆
は
治
済
の
一
周
忌
と
同
じ
く
初
日
、
結
願
に
一統
出
仕
し
御
機

二
十
五
日
は
法
事
が
済
み
惣
出
仕
の
た
め
登
城
し
て
い
る
。

三
月
朔
日
は
月
次
御
礼
日
で
は
な
い
が
、
詰
衆
は
出
仕
を
命
じ
ら
れ
て
お
り
、

「
若
君
」
の
紅
葉
山
東
照
宮
と
山
王
社
へ
の
御
宮
参
り
の
日
限
が
四
月
八
日
に

決
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
老
中
に
祝
詞
を
述
べ
て
い
る
。
三
月
十
日
、
二
月

の
一一
大
法
事
が
終
わ
っ
て
日
光
門
主
と
新
宮
が
江
戸
城
に
招
か
れ
た
日
も
一
統

席
か
ら
「
贈
官
相
済
恐
悦
」
と
挨
拶
し
て
い
る
。

へ
も
出
仕
し
て
い
る
。

(5)
御
機
嫌
伺
い
の
登
城

丸
（
本
丸
・
西
丸
）
に
出
仕
し
て
い
る
。

出
仕
し
た
。

四
月
に
入
る
と
、
四
日
に
は
、
「
若
君
」

六
月
八
日

の
元
服
、
官
位
任
叙
の
式
が
行
わ

れ
た
。
詰
衆
は
一統
出
仕
し
、
詰
日
の
者
に
は
食
事
が
供
さ
れ
た
。
六
日
に
は

家
斉
の
太
政
大
臣
任
官
を
祝
っ
て
参
向
公
家
衆
に
よ
る
管
弦
が
催
さ
れ
た
。
管

弦
後
の
祝
宴
で
、
板
倉
は
竹
之
間
御
座
席
奉
行
(32)
を
勤
め
、
自
ら
も
中
之
間

で
料
理
を
頂
戴
し
て
い
る
。
十
一日
に
は
「
公
家
衆
御
馳
走
御
能
」
が
催
さ
れ
、

詰
衆
も
見
物
し
た
。
ま
た
十
五
日
は
祝
儀
御
礼
の
た
め
惣
出
仕
、
八
朔
同
様
、

の
元
服
を
祝
う
能
は
五
月
一
一
日
と

太
刀
・
馬
代
を
献
上
し
て
い
る
。
「若君」

九
日
に
も
催
さ
れ
て
い
る
。
板
倉
は
九
日
の
み
見
物
し
、
翌
日
御
礼
の
た
め
両

以
上
の
よ
う
に
、
詰
衆
は
数
々
の
臨
時
の
行
事
に
出
仕
し
て
い
る
。
登
城
し

て
老
中
に
挨
拶
を
述
べ
る
だ
け
で
な
く
、
将
軍
に
御
目
見
す
る
場
合
も
あ
り
、

祝
宴
の
御
座
席
奉
行
を
勤
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
将
軍
家
の
吉
事
に
は
、

能
楽
が
催
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
詰
衆
は
常
に
見
物
を
許
さ
れ
て
い
る
。

上
記
の
定
例
・
臨
時
の
諸
行
事
に
板
倉
が
参
列
し
た
日
を
数
え
て
み
る
と
、
合

計
三
十
七
日
と
な
る
。
こ
の
う
ち
八
日
は
詰
日
と
重
な
っ
て
お
り
、
差
し
引
く

と
二
十
九
日
と
な
る
。

詰
衆
の
登
城
の
中
に
は
、
御
機
嫌
伺
い
の
登
城
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
板

倉
の
事
例
か
ら
は
、
前
項
で
述
べ
た
法
事
の
初
日
・
結
願
の
ほ
か
、
①
暑
寒
．

初
雪
②
火
事
③
将
軍
の
近
親
・
老
中
死
去
の
場
合
に
御
機
嫌
伺
い
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
①
の
伺
い
は
、
六
月
一
一
十
四
日
（
文
政
十
年
）
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で
あ
る
。

（
文
政
十
一
年
）

十
八
日
の
初
雪
の
日
に
御
機
嫌
伺
い
し
て
い
る
。
②
は
、
十
一
月
二
十
五
日
未

明
、
小
石
川
の
水
戸
邸
が
類
焼
し
、
家
斉
の
娘
峯
姫
（
水
戸
斉
脩
室
）
の
住
む

御
守
殿
が
焼
失
し
た
と
ぎ
、
二
月
六
日
、
前
日
佐
柄
木
町
辺
か
ら
出
火
、
大
火

に
及
ん
だ
と
き
、 の

土
用
入
り
、
十
一
月
二
十
一
日
の
寒
の
入
り
、
十
一
月
二

二
月
二
十
五
日
未
明
、
増
上
寺
方
丈
が
焼
失
し
た
と
き
、
五

月
二
十
四
日
、
前
日
夜
、
城
内
吹
上
御
庭
の
内
が
焼
失
し
た
と
き
に
御
機
嫌
伺

い
し
て
い
る
。
六
月
一
一
日
西
丸
下
森
川
伊
豆
守
邸
か
ら
出
火
し
た
火
事
は
頭
痛

に
よ
り
不
参
と
あ
る
。
火
事
に
つ
い
て
は
、
ど
の
地
域
・建
物
が
焼
け
た
ら
伺

一
定
の
決
ま
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は

③
の
場
合
の
八
月
十
二
日
の
伺
い
は
、
十
日
に
仙
台
藩
主
伊
達
斉
義
の
養
母

信
泰
院
が
死
去
し
た
こ
と
に
よ
る
御
機
嫌
伺
い
で
あ
る
。信
泰
院
は
家
斉
の
姪
、

家
慶
の
い
と
こ
に
当
た
り
、
三
日
の
服
忌、
十
一
日
か
ら
三
日
間
鳴
物
停
止
と

な
っ
て
い
る
。
御
機
嫌
伺
い
す
る
べ
き
将
軍
近
親
の
範
囲
や
、
御
機
嫌
伺
い
の

た
め
登
城
す
る
人
々
、
役
々
の
範
囲
も
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
正
月
二
十

九
日
の
伺
い
は
西
丸
老
中
の
酒
井
若
狭
守
忠
進
の
卒
去
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

西
丸
だ
け
で
な
く
、
本
丸
に
も
出
仕
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

な
お
御
機
嫌
伺
い
の
登
城
と
い
っ
て
も
、
将
軍
に
御
目
見
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
祝
い
事
の
と
き
と
同
様
、
老
中
の
廻
り
の
と
き
、
型
ど
お
り
の
言
葉
を
述

ベ
合
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
詰
衆
が
「
出
火
に
つ
き
、
御
機
嫌
伺
い
奉
り
候
」

と
迩
べ
る
と
、
老
中
は
「
御
機
嫌
お
障
り
も
在
ら
せ
ら
れ
ず
」
と
い
っ
た
具
合

上
記
の
御
機
嫌
伺
い
は
板
倉
の
場
合
、
十
回
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
内
五
回
は

な
い
。

4ヽ

ヽ

、つ+“

程
に
高
家
・詰
衆
・
奏
者
番
・寺
社
奉
行
・諸
役
人
が
居
並
ん
だ
。

節
御
機
嫌
相
窺
、
夫
ヨ
リ
壱
人
居
残
」
と
あ
る
。
雁
之
間
の
内
、
山
吹
之
間
廊

め
た
。
以
後
林
家
代
々
の
勤
め
と
な
っ
て
い
る
。

詰
日
や
不
時
御
礼
日
、
諸
行
事
と
重
な
っ
て
お
り
、
御
機
嫌
伺
い
の
た
め
の
み

(6
)
月
並
講
釈
出
席

月
並
講
釈
と
い
う
の
は
、
林
大
学
頭
が
毎
月
十
日
殿
中
で
行
っ
て
い
た
儒
学

の
講
義
で
あ
る
。
元
禄
三
年
（
一
六
九
0)
九
月
二
十
一日
、
好
学
の
将
軍
綱

吉
が
高
家
・
寺
社
奉
行
・奏
者
番
・詰
衆
．―
―
一
番
頭
、
そ
の
ほ
か
布
衣
以
上
の

諸
役
人
を
召
し
て
、
文
武
併
用
は
政
道
の
定
理
で
あ
り
、
今
後
学
問
に
励
む
よ

う
に
と
命
じ
、
林
弘
文
院
（
信
篤
）
の
講
義
を
聴
か
せ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
林

信
篤
は
款
冬
之
間
（
黒
書
院
次
の
間
か
）
で
論
語
を
講
じ
た
(33)。
以
後
例
と

な
っ
た
が
、
宝
永
元
年
（
一
七
0
四）
二
月
十
日
か
ら
は
雁
之
間
で
開
か
れ
た
。

宝
水
五
年
五
月
九
日
か
ら
は
老
齢
の
信
篤
に
代
わ
っ
て
子
の
信
充
・
信
智
が
勤

板
倉
の
日
記
に
よ
る
と
、
閏
六
月
十
日
の
詰
日
に
「
講
釈
、
残
自
分
」
と
あ

る
。
毎
月
十
日
、
詰
日
に
当
っ
た
者
が
一
人
残
っ
て
講
義
を
聴
講
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
「
手
留
並
席
図
」
の
「
月
並
講
釈
聴
聞
之
図
」
(34)
に
よ
れ
ば
、
「
廻
之

下
に
程
近
く
、
見
台
を
前
に
し
て
林
大
学
頭
が
座
し
、
そ
の
向
か
い
雁
之
間
中

な
お
板
倉
の
聴
講
は
一
年
間
一
度
の
み
で
あ
っ
た
。
四
月
十
日
も
詰
日
に
当

っ
て
い
た
が
、
こ
の
日
の
日
記
に
は
「
今
日
講
釈
ハ
無
之
」
と
あ
る
。
翌
日
に

「
公
家
衆
御
馳
走
御
能
」

あ
ろ
う
。

の
行
事
が
控
え
て
い
た
た
め
、
休
講
と
な
っ
た
の
で

登
城
し
た
の
は
五
日
で
あ
る
。
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九
月
十
七
日

九
月
二
十
日

十
月
十
四
日
（
家
宣
命
日
）

十
二
月
二
十
四
日

正
月
十
日
（
綱
吉
命
日
）

正
月
十
七
日

正
月
二
十
日

正
月
二
十
四
日
（
秀
忠
命
日
）

二
月
十
日

二
月
十
四
日

九
月
八
日
（
家
治
命
日
3535)

家
斉

紅
葉
山
増
上
寺
方
惣
御
霊
屋

引）

家
斉
東
叡
山
最
樹
院
(
-
橋
治
済
）
廟

(1
)
予
参

予
参
と
い
う
の
は
、
将
軍
・世
子
が
紅
葉
山
・
上
野
（
東
叡
山
）

家
斉
増
上
寺
台
徳
院
（
秀
忠
）
廟
（
延

を
適
宜
参
照
す
る
。

霊
牌
所

家
慶
家
慶
家
斉

重
）
廟

増
上
寺

家
斉

六
月
十
二
日
（
家
重
命
日

家
斉

家
斉
家
斉
家
慶

三
、
将
軍
廟
参
に
関
わ
る
勤
め

こ
こ
で
は
将
軍
・世
子
の
紅
葉
山・
上
野
（
東
叡
山
）

七
月
十
四
日

紅
葉
山
御
霊
屋

観
院
（
家
治
御
台
所
）
霊
牌
所

紅
葉
山
最
樹
院
(
-橋
治
済
）

仮
牌
所
・慈
徳
院
（
家
斉
生
母
）

紅
葉
山
浚
明
院
廟

紅
葉
山
東
照
宮
(36)

紅
葉
山
惣
御
霊
屋

増
上
寺
文
昭
院
（
家
宣
）
廟

紅
葉
山
惣
御
霊
屋

東
叡
山
諸
廟
・霊
牌
所

紅
葉
山
東
照
宮

東
叡
山
香
琳
院
（
家
慶
生
母
）

二
月
二
十
四
日

三
月
四
日
（
位
階
昇
進
）

四
月
二
十
九
日
（
家
継
命
日
）

五
月
八
日
（
家
綱
命
日
）

五
月
十
七
日

五
月
二
十
一日

家
慶

家
斉

霊
牌
所

家
斉

四
月
二
十
日
（
家
光
命
日
）

家
斉
東
叡
山

延引）

家
斉
東
叡
山
浚
明
院
（
家
治
）
廟
・心

四
月
十
七
日
（
家
康
命
日

家
斉
・家
慶

家
斉

四
月
十
三
日
（
家
定
元
服

紅
葉
山
惣
御
霊
屋

家
斉
・家
慶

家
斉
・家
慶

紅
葉
山
東
照
宮

紅
葉
山
東
照
宮

紅
葉
山
東
照
宮
（
雨
天

増
上
寺
安
国
殿
・有
章
院
（
家

継
）
廟
（
雨
天
延
引
）

東
叙
山
（
雨
天
延
引
）

家
斉
・家
慶
紅
葉
山
東
照
宮
・惣
御

霊
屋
（
雨
天
延
引
）

紅
葉
山
(
+
七
日
の
代
わ
り
）

増
上
寺
安
国
殿
・惇
信
院
（
家

こ
れ
ら
の
廟
参
に
板
倉
は
予
参
・供
奉
行
列
・御
目
見
等
の
役
を
し
て
い
る

（九
月
十
七
日
は
「
勤
向
無
之
、
在
宿
」
と
あ
る
）
。
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
の

内
容
を
見
て
い
く
が
、
板
倉
の
日
記
は
簡
単
な
の
で
、
「
水
野
日
記
」
の
記
事

家
慶
の
廟
参
を
列
挙
し
て
お
く
（
延
引
も
含
む
）
。

増
上
寺
の
参
詣
に

家
斉
東
叡
山
孝
恭
院
（
家
基
）
廟
（
雨

天
延
引
）

家
慶
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雁之間詰大名の江戸勤め

板
倉
勝
俊
の
場
合
、
予
参
は
紅
葉
山
の
み
で
、
上
野
・
増
上
寺
の
予
参
は
し

分
に
よ
っ
て
役
回
り
は
異
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

に
参
詣
す
る
前
に
行
っ
て
警
備
・
雑
務
な
ど
を
す
る
役
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、

詰
衆
の
予
参
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
板
倉
は
七
月
十
四

日
・
九
月
二
十
日
・
十
二
月
二
十
四
日
・
ニ
月
十
四
日
・
五
月
十
七
日
の
五
回

板
倉
の
日
記
に
よ
る
と
、
出
宅
時
刻
は
卯
中
刻
（
午
前
六
時
頃
）
、
予
参
の
詰

衆
の
集
合
場
所
は
坂
下
門
の
大
番
所
で
あ
る
。ま
た
「水
野
日
記
」
の
記
事
(37)

を
総
合
す
る
と
、
将
軍
の
供
揃
え
は
五
時
（
午
前
八
時
頃
）
、
予
参
の
者
は
そ

の
前
か
ら
待
機
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
が
て
大
目
付
か
ら
小
人
目
付

を
も
っ
て
紅
葉
山
に
参
集
す
る
よ
う
連
絡
が
あ
り
移
動
す
る
。
惣
御
門
の
前
で

刀
は
帯
び
た
ま
ま
「
清
め
草履」
に
履
き
替
え
、
所
定
の
位
置
(38)に
居
並
ぶ
。

奏
者
番
と
打
ち
交
じ
り
高
順
に
並
ぶ
。
将
軍
の
行
列
の
長
刀
が
見
え
た
ら
「
下

に
居
り
」
（
下
座
し
）
、
将
軍
通
行
時
に
平
伏
、
帰
り
も
同
じ
よ
う
に
す
る
。

「
還
御
」
後
、
順
々
に
「
自
拝
」
（
参
拝
）
し
（39）、
帰
途
に
着
い
て
い
る
。
帰
宅

要
す
る
に
、
詰
衆
の
予
参
は
、
将
軍
を
出
迎
え
、
そ
の
参
拝
の
間
、
近
辺
に

特
別
な
参
詣
（
後
述
）

控
え
て
待
ち
、
と
く
に
用
務
は
し
て
い
な
い
。
た
だ
予
参
は
詰
衆
の
み
の
役
務

で
は
な
い
。
高
家
や
奏
者
番
も
勤
め
て
い
る
し
、
詰
衆
が
行
列
勤
め
を
勤
め
る

で
は
、
御
三
家
や
井
伊
家
が
予
参
し
て
い
る
(40)。
身

て
い
な
い
。
水
野
忠
精
の
場
合
を
み
る
と
、
上
野
・
増
上
寺
と
も
度
々
予
参
し

て
い
る
。
そ
れ
は
板
倉
が
後
述
す
る
よ
う
に
門
番
の
役
を
勤
め
、
将
軍
外
出
時

に
は
番
所
に
詰
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
そ
も
そ
も
詰
衆
の
予
参
は
、
参
詣
当
日
、
後
述
す
る
よ
う
に
行

列
勤
め
が
な
く
、
御
目
見
の
役
に
当
っ
て
い
な
い
者
が
勤
め
る
も
の
で
、
原
則

と
し
て
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
程
度
の
役
で
あ
る
。
板
倉
の
日
記
の

り、
「水
野
日
記
」
に
は
「
予
参
被
参
候
衆
」

五
月
十
七
日
条
に
「
同
席
衆
不
参
多
に
て
、
井
上
（
河
内
守
）
計
出
る
」
と
あ

の
名
前
が
記
さ
れ
る
が
、
人
数

が
ま
ち
ま
ち
な
の
は
そ
の
実
態
を
表
し
て
い
る
。
上
野
と
増
上
寺
の
予
参
の
様

子
に
つ
い
て
は
、
板
倉
が
予
参
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
で
お
く
。

将
軍
の
廟
参
に
関
す
る
詰
衆
の
仕
事
に
行
列
勤
め
が
あ
る
。
板
倉
の
行
列
勤

め
は
正
月
十
七
日
の
家
慶
の
紅
葉
山
参
詣
一
回
の
み
で
あ
る
。
四
月
十
三
日
も

紅
葉
山
へ
の
行
列
勤
め
の
予
定
が
入
っ
て
い
た
が
、
前
日
青
山
大
膳
亮
か
ら
不

快
の
た
め
御
目
見
に
出
ら
れ
な
い
と
の
連
絡
が
あ
り
、
そ
の
「
助
」
と
し
て
、

と
こ
ろ
で
詰
衆
は
将
軍
・
世
子
の
廟
参
の
す
べ
て
に
供
奉
し
た
わ
け
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
紅
葉
山
に
つ
い
て
い
え
ば
、
正
月
十
七
日
と
四
月
十
七
日
の

東
照
宮
参
詣
、
将
軍
の
代
替
わ
り
・官
位
昇
進
、
世
子
元
服
な
ど
特
別
な
場
合

に
限
ら
れ
る
。
文
政
十
年
＼
十
一
年
の
当
該
期
間
で
は
、
正
月
十
七
日
と
一
二
月

四
日
と
四
月
十
三
日
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
こ
う
し
た
特
別
な
参
詣
で
は
、
将

軍
は
衣
冠
、
あ
る
い
は
束
帯
を
着
し
、
轄
に
乗
り
参
詣
す
る
慣
わ
し
で
あ
っ
た
。

詰
衆
は
五
位
の
衣
服
で
あ
る
大
紋
を
着
し
て
供
奉
し
た
。
そ
の
た
め
こ
の
行
列

の
こ
と
を
大
紋
行
列
と
い
う
。な
お
予
参
の
と
き
は
炭
斗
目
・長
袴
を
着
用
し
た
。

「水
野
日
記
」
の
弘
化
五
年
正
月
十
七
日
条
に
よ
る
と
、
行
列
勤
め
の
と
き

時
刻
は
お
よ
そ
四
時
（
午
前
十
時
頃
）
で
あ
っ
た
。

御
目
見
の
方
に
廻
っ
て
い
る
。

紅
葉
山
の
予
参
を
勤
め
て
い
る
（
五
月
十
七
日
は
延
引
）
。

(2)
行
列
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は
予
参
よ
り
も
早
く
、
七
ツ
半
（
午
前
五
時
頃
）
出
宅
し
、
中
之
口
か
ら
登
城
、

玄
関
・
菊
之
間
を
点
検
し
た
後
、
坊
主
部
屋
に
控
え
た
。
老
中
登
城
後
間
も
な

く
、
箱
（
挟
箱
）
が
出
た
の
を
合
図
に
、
玄
関
へ
廻
り
、
隷
に
乗
っ
た
将
軍
を

平
伏
し
て
迎
え
た
。
そ
れ
か
ら
行
列
に
並
び
、
蓮
池
門
か
ら
紅
葉
山
へ
供
奉
し
、

東
照
宮
の
前
で
平
伏
し
た
。
帰
り
は
轄
が
上
が
る
の
を
見
計
ら
い
整
列
し
、
本

丸
に
帰
還
、
玄
関
前
で
平
伏
し
、
轄
が
玄
関
に
入
る
と
立
ち
上
が
り
、
頃
合
を

見
て
坊
主
部
屋
で
休
憩
し
、
そ
れ
か
ら
ま
た
紅
葉
山
へ
行
き
、
拝
礼
し
て
退
出

な
お
水
野
忠
精
の
場
合
は
上
野
や
増
上
寺
へ
の
行
列
勤
め
も
し
て
い
る
が
、

そ
の
様
子
や
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
供
奉
す
る
か
に
つ
い
て
は
未
検
討
で
あ
り
、

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
が
、
た
だ
紅
葉
山
も
上
野
や
増
上
寺
の
場
合
も
、
詰

衆
が
行
列
勤
め
を
す
る
重
要
な
廟
参
に
お
い
て
は
詰
衆
の
予
参
は
な
く
、
詰
衆

が
予
参
す
る
通
常
の
廟
参
で
は
行
列
勤
め
は
し
て
お
ら
ず
、
行
列
勤
め
と
予
参

を
同
時
に
手
分
け
し
て
勤
め
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(3)
御
目
見

将
軍
廟
参
の
前
に
登
城
し
て
御
目
見
す
る
こ
と
も
、
詰
衆
の
役
目
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
。
板
倉
の
場
合
、
二
月
十
日
、
二
月
二
十
四
日
、
三
月
四
日
、
四
月

十
三
日
（
先
述
し
た
よ
う
に
、
最
初
は
行
列
勤
め
の
予
定
で
あ
っ
た
）
、

十
七
日
、
四
月
二
十
九
日
、

四
月

五
月
二
十
一
日
、
六
月
十
二
日
の
前
後
八
回
、
御

廟
参
の
日
は
詰
日
で
は
な
く
、
御
目
見
は
詰
日
の
勤
め
に
か
わ
る
役
目
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
板
倉
の
日
記
二
月
十
日
の
記
事
に
、
「
為
御
目
見
、

目
見
の
た
め
登
城
し
て
い
る
。

し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
詰
衆
は
将
軍
廟
参
の
日
、
予
参
・
行
列
と
御
目
見
の
役
を
手

分
け
し
て
勤
め
た
。
厚
礼
の
廟
参
に
は
行
列
勤
め
、
通
常
は
予
参
勤
め
を
し
、

元
来
詰
日
に
当
っ
て
い
る
者
は
御
目
見
を
し
た
。
こ
う
し
た
勤
務
の
シ
ス
テ
ム

は
、
詰
衆
同
士
が
長
い
時
間
を
か
け
て
作
り
上
げ
て
き
た
も
の
で
、
幕
府
が
そ

の
都
度
命
令
、
指
示
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

板
倉
勝
俊
は
在
府
中
、
外
桜
田
門
の
門
番
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
門
番
は
江

戸
城
内
郭
・
外
郭
諸
門
の
守
衛
の
役
で
あ
る
。
大
名
・
旗
本
が
一一
人
ず
つ
配
置

さ
れ
た
が
、
門
に
よ
り
ど
の
く
ら
い
の
身
分
の
も
の
が
勤
め
る
か
、
ま
た
用
意

四
、
門
番
の
勤
め

御
目
見
し
た
。
終
わ
る
と
す
ぐ
に
帰
宅
し
た
ら
し
い
。

詰
日
之
者
計
出
仕
」
と
あ
り
、
「
不
快
」
の
人
々
の
代
わ
り
に
「
助
」
と
し
て

出
仕
し
た
と
あ
る
よ
う
に
、
詰
日
の
シ
ス
テ
ム
で
御
目
見
の
役
を
勤
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち
参
詣
が
中
止
に
な
る
と
、
二
月
十
日
の
記
事
に
み
る
よ
う
に
、
「直

二
詰
日
勤
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
四
月
二
十
九
日
の
記
事
か
ら
、
御
目
見
に

（甲斐守）

山
（大
膳
亮
）
」
も
出
仕
し
て
お
り
、
詰
日
の
者
以
外
に
も
御
目
見
の
役
を
勤

め
る
者
が
い
た
こ
と
も
判
明
す
る
。

廟
参
前
の
御
目
見
の
日
は
、
板
倉
の
場
合
、
卯
の
刻
（
午
前
六
時
頃
）
に
出

宅
し
て
い
る
。
「
水
野
日
記
」
弘
化
四
年
六
月
十
七
日
条
に
よ
る
と
、
老
中
が

六
半
時
（
午
前
七
時
頃
）
登
城
し
、
高
家
・
奏
者
番
も
出
仕
し
、
坊
主
か
ら
挟

箱
が
出
た
と
い
う
知
ら
せ
が
入
る
と
、
山
吹
之
間
を
通
り
、
西
湖
之
間
縁
頬
で

は
詰
日
に
当
っ
て
い
る
「黒田

自
分
（
板
倉
）
」
の
ほ
か
「
青
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番
老
中
）
宅
に
立
ち
寄
っ
て
か
ら
帰
宅
し
て
い
る
。
将
軍
が
通
り
が
か
り
に
門

番
大
名
に
声
を
か
け
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
御
礼
の
た
め
で
あ
っ
た
。
日
記
に

寺
御
成
の
と
き
は
、
「
通
御
」
の
さ
い

前
で
下
座
し
御
目
見
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

す
べ
き
人
数
・
武
器
の
数
が
決
ま
っ
て
い
た
。
外
桜
田
門
は
内
郭
門
の
ひ
と
つ

で
、
同
門
番
は
一
―
-＼
五
万
石
の
譜
代
大
名
の
役
と
さ
れ
て
い
た
(41)。

大
名
が
勤
め
る
門
番
は
、
参
勤
交
代
に
伴
い
交
代
し
た
。
板
倉
勝
俊
は
六
月

二
十
八
日
、
諏
訪
伊
勢
守
（
忠
恕
・信
濃
高
島
・
三
万
石
）
か
ら
引
き
継
い
だ
。

諏
訪
忠
恕
の
殿
席
は
帝
鑑
之
間
席
(42)
で
あ
る
。
門
番
の
勤
め
は
雁
之
間
詰
同

士
で
交
代
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
相
番
は
板
倉
の
「
留
」
を
借

用
し
た
牧
野
内
匠
頭
節
成
で
、
任
命
当
日
互
い
に
使
者
を
遣
わ
し
、
挨
拶
を
交

わ
し
て
い
る
。
但
し
牧
野
は
文
政
十
一
年
に
は
大
坂
加
番
役
を
勤
め
て
お
り
、

途
中
交
代
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二
月
五
日
と
五
月
十
―
―
一
日
の
火
事
の
折
に

出
馬
し
て
い
る
「
有
馬
」
は
、
越
前
国
丸
岡
藩
主
の
有
馬
左
衛
門
佐
徳
順
（
五

万
石
・
帝
鑑
之
間
）
で
あ
ろ
う
。

門
番
は
一0
日
交
代
で
勤
務
し
た
。
但
し
門
番
役
の
大
名
・
旗
本
が
常
時
門

衛
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
普
段
は
家
臣
や
人
宿
か
ら
雇
い
入
れ
た
人
々

が威―-―-＝備していたのである
(43)。
た
だ
将
軍
の
御
成
の
時
や
非
常
時
に
は
、

門
番
役
の
大
名
・
旗
本
も
番
所
に
詰
め
た
。
将
軍
が
門
を
通
る
際
に
は
番
所
の

板
倉
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
九
月
八
日
（
家
治
の
命
日
）
、
将
軍
家

斉
の
上
野
参
詣
の
日
、
寅
半
刻
（
午
前
四
時
頃
）
過
ぎ
出
宅
し
、
番
所
に
詰
め

た
。「
還
御
」
後
、
御
機
嫌
伺
い
の
た
め
出
仕
し
、
雁
之
間
で
目
付
に
謁
し
、

九
つ
半
（
午
後
一時
頃
）
帰
宅
し
た
。
十
月
十
四
日
（
家
宣
の
命
日
）
の
増
上

「
上
意
」
を
蒙
っ
た
た
め
、
用
番
（
月

火
に
よ
り
人
数
を
出
し
、
ま
も
な
く
自
ら
出
馬
し
、
相
番
も
出
馬
し
た
。
城
内

は
今
日
は
初
め
て
で
あ
っ
た
か
ら
で
以
後
は
必
要
な
い
と
記
し
て
い
る
。
こ
の

後
、
正
月
十
日
（
綱
吉
の
命
日
）
の
上
野
御
成
、
正
月
二
十
四
日
（
秀
忠
の
命

の
時
、
番
所
に
詰
め
て
い
る
。
五
月
八
日
（
綱
吉
の
命
日
）
も
上
野
御
成
に
よ

り
番
所
に
詰
め
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
「
腹
潟
」
に
よ
り
詰
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
月
番
老
中
と
大
目
付
に
届
け
て
い
る
。
急
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
家
老

も
詰
め
ず
、
用
人
・
留
守
居
が
詰
め
た
が
、
結
局
雨
天
に
よ
り
延
引
と
な
っ
た
。

ま
た
出
火
の
際
は
番
所
に
詰
め
る
決
ま
り
で
あ
っ
た
。
特
に
御
曲
輪
内
の
出

火
の
場
合
に
は
当
番
・
非
番
と
も
直
ち
に
番
所
に
出
た
。
御
曲
輪
外
の
場
合
に

は
非
番
の
方
は
様
子
を
見
て
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
(44)
。
板
倉
勝
俊
の
出

動
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
九
月
十
五
日
、
こ
の
日
は
詰
日
で
、
帰
宅
後

酉
之
刻
過
ぎ
（
午
後
六
時
頃
）
小
川
町
の
阿
部
対
馬
守
（
正
寧
・
備
後
福
山
・

十
万
石
）
の
屋
敷
か
ら
出
火
し
た
た
め
、
番
所
に
出
、
相
番
も
出
馬
し
て
い
る
。

二
月
五
日
も
詰
衆
一統
出
仕
後
、

子
半
刻
（
午
前
0
時
頃
）
に
引
き
上
げ
た
。

酉
之
刻
過
ぎ
に
佐
柄
木
町
辺
か
ら
出
火
し
、
大
火
に
及
ん
だ
。
板
倉
は
戌
半
刻

（
午
後
八
時
頃
）
番
所
に
詰
め
、
相
番
も
出
馬
し
、
翌
卯
刻
過
ぎ
（
午
前
六
時

頃
）
引
き
上
げ
た
。
五
月
二
十
三
日
は
亥
刻
前
（
午
後
十
時
頃
）
外
桜
田
辺
出

か
ら
出
火
し
、
吹
上
御
庭
の
内
を
焼
い
た
と
の
こ
と
で
、
直
ち
に
消
火
し
た
が
、

「
御
場
所
柄
故
か
」
老
中
の
退
出
が
遅
く
、
引
き
取
っ
た
の
は
寅
半
刻
（
午
前

四
時
頃
）
と
な
っ
た
。
六
月
二
日
は
西
之
丸
下
の
森
川
伊
豆
守
（
俊
也
・
御
側
）

の
屋
敷
か
ら
出
火
し
た
が
、
直
ち
に
消
火
し
た
。
番
所
に
人
数
を
出
し
た
が
、

板
倉
は
頭
痛
気
に
よ
り
出
ず
、
名
代
と
し
て
家
老
が
出
て
い
る
。
以
上
を
み
る

日
）
の
増
上
寺
御
成
（
延
引
）
、
四
月
二
十
日
（
家
光
の
命
日
）
の
上
野
御
成
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と
、
御
曲
輪
内
の
出
火
の
と
き
、
当
番
・非
番
と
も
番
所
に
出
る
の
が
原
則
で

あ
っ
た
が
、
ま
ず
は
所
定
の
人
数
を
差
し
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
江
戸
在
府

中
大
名
が
勤
め
る
消
防
の
役
に
は
、
幕
府
の
施
設
を
守
る
火
之
番
や
延
焼
を
防

ぐ
方
角
火
消
な
ど
が
あ
っ
た
(45)
が
、
門
番
も
出
火
の
際
は
防
火
・警
備
に
あ

板
倉
は
外
桜
田
門
番
を
「
御
暇
」
後
の
六
月
十
五
日
朝
ま
で
勤
め
た
。
板
倉

と
交
代
し
た
の
は
松
平
山
城
守
（
信
行
・出
羽
上
山
・
三
万
石
・帝
鑑
之
間
）

で
あ
る
。
相
番
の
「
有
馬
」
も
「
朽
木
」
（
隠
岐
守
綱
條
・
丹
波
福
知
山
・
三

万
二
0
0
0石
・
雁
之
間
）
と
交
代
し
た
。
諸
番
所
に
出
し
て
い
た
鑑
札
を
回

文
政
十
一
年
六
月
十
四
日
卯
半
刻
（
午
前
六
時
頃
）
、
板
倉
勝
俊
は
登
城
し
、

河
内
守
・
青
山
大
膳
亮
・永
井
飛
騨
守
ら
も
同
時
に
「
御
暇
」
し
た
。
退
出
後

老
中
・
若
年
寄
宅
に
廻
勤
し
、
未
之
刻
（
午
後
二
時
頃
）
帰
宅
し
た
。

こ
こ
で
、
板
倉
の
在
府
中
の
勤
務
日
数
を
数
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
殿
中
の
勤

め
で
あ
る
が
、
詰
日
七
十
一
日
、
月
次
御
礼
日
十
六
日
（
詰
日
を
除
く
）
、
不

時
御
礼
七
日
、
定
例
・臨
時
の
行
事
二
十
九
日
（
詰
日
を
除
く
）
、
御
機
嫌
伺

い
五
日
（
詰
日
等
を
除
く
）
、
合
計
百
二
十
八
日
登
城
し
て
い
る
。
将
軍
廟
参

に
関
す
る
勤
め
は
、
予
参
五
日
（
延
引
を
含
む
）
、
行
列
一日
、
御
目
見
七
日
(46)

の
合
計
十
三
日
で
あ
る
。詰
衆
と
し
て
の
勤
務
日
は
総
計
百
四
十
一
日
と
な
る
。

お
わ
り
に

収
し
、
門
番
の
勤
め
が
終
了
し
た
。

た
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

軍
の
身
辺
に
あ
っ
た
。

と
を
物
語
っ
て
い
る
。

す
る
。

十
日
余
で
あ
る
か
ら
、

文
政
十
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
は
六
月
が
閏
月
で
、

ニ
・
七
日
に
一日
の
割
合
で
勤
務
し
た
計
算
に
な
る
。

現
代
の
勤
め
人
と
比
べ
れ
ば
少
な
い
が
、
他
席
の
大
名
と
比
較
す
れ
ば
、
格
段

に
多
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
(47)。
な
お
板
倉
の
場
合
、
門
番
の
勤
め
も
し
て

お
り
、
番
所
に
詰
め
た
日
は
、
御
成
日
の
内
五
日
（
延
引
を
含
む
）、
ま
た
出
火
の

時
夕
方
か
ら
夜
中
、
あ
る
い
は
明
け
方
ま
で
番
所
に
詰
め
た
の
が
三
回
あ
る
。

以
上
、
本
稿
で
は
雁
之
間
詰
大
名
（
詰
衆
）
の
一
年
を
辿
り
、
そ
の
勤
め
向

ぎ
を
専
ら
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
の
過
程
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
事
実
か

ら
、
詰
衆
の
性
格
、
幕
政
上
の
役
割
等
に
若
干
言
及
し
、
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に

そ
の
第
一は
将
軍
が
奥
か
ら
表
に
姿
を
あ
ら
わ
す
と
き
、
詰
衆
の
内
何
人
か

は
必
ず
近
く
に
詰
め
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
将
軍
が
表
に
「
出

御
」
し
て
月
次
御
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
最
中
、
詰
衆
若
干
名
が
居
残
っ
た
。
将

軍
が
「
入
御
」
す
る
と
退
出
し
た
。
ま
た
不
時
御
礼
が
行
わ
れ
る
日
に
も
出
勤

し
た
。
恒
例
・
臨
時
の
諸
行
事
へ
の
参
列
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
は
詰
衆

が
幕
府
の
儀
礼
を
整
え
る
上
で
必
要
な
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ

と
同
時
に
詰
衆
の
本
来
の
役
割
が
将
軍
の
身
辺
を
警
護
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ

第
二
は
第
一
の
こ
と
に
も
繋
が
る
が
、
将
軍
が
廟
参
等
で
江
戸
城
を
留
守
に

す
る
と
き
、
詰
衆
の
詰
日
の
勤
め
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
詰
日
は

将
軍
が
江
戸
城
に
存
在
し
て
こ
そ
の
勤
め
で
あ
っ
た
。
将
軍
廟
参
の
時
、
詰
衆

は
出
立
す
る
将
軍
に
御
目
見
し
、
あ
る
い
は
予
参
か
行
列
役
を
勤
め
、
常
に
将

一
年
の
日
数は一二
百
八
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し
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

第
三
に
詰
衆
は
将
軍
及
び
将
軍
近
親
の
祝
儀
・
法
事
に
度
々
参
列
し
、
ま
た

第
四
に
詰
衆
の
日
々
の
勤
め
は
、
幕
府
の
通
達
・
命
令
を
同
席
衆
へ
伝
達
す

る
ほ
か
、
業
務
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
は
な
く
、
将
軍
に
御
目
見
し
、
老
中
と
挨

拶
を
か
わ
す
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
そ
れ
を
繰
り

返
し
行
う
こ
と
で
顔
を
見
知
ら
れ
、
器
量
を
計
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
詰
衆
が
他
席
に
比
べ
て
幕
府
役
職
に
就
任
す
る
率
が
高
い
こ
と
は
旧
稿

(48)
で
指
摘
し
た
が
、
そ
の
理
由
の
一
端
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
と
く
に
奏
者
番
に
多
く
就
任
し
て
い
る
こ
と
は
、
詰
衆
が
若
い
頃
（璧

か
ら
高
家
・
奏
者
番
と
と
も
に
殿
中
の
勤
め
を
果
た
し
、
幕
府
の
儀
礼
に
精
通

雁
之
間
詰
大
名
の
江
戸
勤
め
に
関
し
て
は
、
主
人
の
勤
め
を
支
え
る
家
臣
の

役
割
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
後
日
の
こ
と
と
し
た
い
。

直
臣
の
性
格
が
濃
厚
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

御
機
嫌
伺
い
を
し
て
い
る
。
万
石
以
上
（
大
名
）
で
あ
っ
て
も
詰
衆
は
徳
川
家

(1
)
大
名
の
殿
席
は
あ
る
時
一
斉
に
定
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
長
い
時
間

(2)
拙
稿
「
近
世
大
名
制
の
成
立
」
（
学
習
院
史
学
会
大
会
講
演
録
、
『
学
習

(3)
家
格
を
決
め
る
要
素
は
、
将
軍
と
の
親
疎
、
領
知
の
石
高
、
官
位
、
国

(4)
大
名
へ
の
法
令
伝
達
が
殿
席
ご
と
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は

(5)(l
)
（2)
の
論
考
の
ほ
か
に
「近
世
大
名
の
類
別
に
関
す
る
一
考
察
」

(6)
野
田
浩
子
「
大
名
殿
席
『
溜
詰
』

【註】
を
か
け
、
家
毎
に
個
々
に
定
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
お
よ
そ
固
定
化

た
。
制
度
が
定
ま
っ
て
か
ら
は
将
軍
家
と
の
縁
組
や
官
位
の
上
昇
に
よ

研
究
所
研
究
紀
要
』
昭
和
55年
度
）
、
拙
稿
「
大
名
殿
席
制
の
成
立
過
程
」

（『学習院史学』
24)
な
ど
。

究
第
6
回
全
体
会
報
告
要
旨
、
『
岡
山
藩
研
究
』
第
14号）
。

留
」
を
素
材
に
ー
」
（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』

研
究
紀
要
』

39 
ヽ

（
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
昭
和
59年
度
）
な
ど
。

の
基
礎
的
考
察
」
（
『
彦
根
城
博
物
館

12)。
同
「
溜
詰
の
直
勤
記
録
ー
儀
礼
を
支
え
た
『
式
書
』

ー
」
（
彦
根
城
博
物
館
叢
書
5
『
譜
代
大
名
井
伊
家
の
儀
礼
』
）
。
荒
木
裕

行
「
近
世
後
期
溜
詰
大
名
の
『
交
際
』
と
政
治
化
ー
会
津
藩
主
松
平
容

深
井
雅
海
「
法
令
の
伝
達
と
将
軍
吉
宗
の
主
導
ー
享
保
前
期
「
仰
出
之

主
か
城
主
か
な
ど
。

院
史
学
』
33、
の
ち
『
展
望
日
本
歴
史
認
近
世
国
家
』
に
収
録
）
。
同

り
移
動
し
た
。
詳
細
は
拙
稿
「
大
名
の
殿
席
と
家
格
」
（
『
徳
川
林
政
史

し
た
の
は
家
綱
＼
綱
吉
政
権
期
で
あ
る
。
但
し
そ
の
後
も
移
動
が
あ
っ
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(17)
六
月
晦
日
の
「
初
詰
日
」
以
前
に
も
、
六
月
二
十
七
日
・
ニ
十
八
日
に

(16)
『
続
徳
川
実
紀
』
文
政
八
年
十
一
月
十
六
日
条
。

(26)
こ
の
日
の
登
城
は
若
君
（
家
慶
男
政
之
助
、
の
ち
の
家
定

に
奥
か
ら
表
へ
出
る
こ
と
は
「
出
御
」
と
い
った

へ
の
初
御

(15)
『続徳
川
実
紀
』
文
化
十
二
年
六
月
四
日
条
。

ば
か
り
で
在
府
し
て
お
り
、
板
倉
と
一緒
に
勤
務
し
て
い
る
。

(14)
但
し
A
グ
ル
ー
プ
の
酒
井
忠
順
は
、
文
政
十
一年
三
月
家
督
相
続
し
た

し
た
。

な
ど
。

者
は
杉
戸
を
後
ろ
に
着
座
し
、
詰
日
で
な
い
者
は
そ
の
向
か
い
側
に
座

(13)天
明
八
年
六
月
「
雁
之
間
詰
申
合
控
」
（
資
料
番
号
9
1
22
0
9
7
7
)、

寛
政
元
年
―
二
月
「
雁
之
間
詰
申
合
覚
」
（
資
料
番
号
9
1
2
2
0
9
7
8)

を
記
し
た
「
手
留
並
席
図
」
（
深
井
雅
海
絹
『
江
戸
時
代
武
家
行
事
儀
礼

る
。

(24)
雁
之
間
詰
大
名
が
幕
府
の
儀
式
・行
事
に
参
列
す
る
時
の
行
動
・作
法

図譜』
6
に
収
録
、
狩
野
文
庫
蔵
）
に
よ
る
と
、
居
残
の
内
、
詰
日
の

(25)
「
水
野
日
記
」
弘
化
四
年
四
月
十
四
日
条
な
ど
。
ま
た
「
手
留
並
席
図
」

に
も
記
述
が
あ
る
。
「
入
御
」
と
は
御
殿
の
表
か
ら
奥
へ
入
る
こ
と
。
逆

い
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
「
在
江
戸
」
期
間
の
勤
め
の
み
で
あ

(23)
西
丸
へ
出
仕
す
る
日
も
あ
っ
た
。

が
あ
る
。
ま
た
三
万
石
前
後
の
詰
衆
は
大
坂
加
番
を
勤
め
る
こ
と
も
多

は
詰
日
と
し
て
の
み
登
城
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

別
稿
で
検
討
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

(22)
但
し
七
月
十
五
日
は
通
常
の
詰
日
の
時
刻
II
「
辰
半
刻
」
に
出
宅
し
て

成
立
を
考
察
す
る
上
で
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
て
い
る
。

都
機
能
の
集
中
』
第
II章
江
戸
・
東
京
の
諸
相
と
首
都
機
能
の
集
中
の

内
、
近
松
鴻
二
「
参
勤
交
代
制
度
と
人
口
の
集
中
」
。

(11)
詰
衆
が
雁
之
間
詰
大
名
と
な
る
過
程
を
た
ど
る
こ
と
は
近
世
大
名
制
の

(12)
雁
之
間
詰
大
名
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
城
主
・
領
主
と
し
て
の
役
目

(20)
深
井
雅
海
『
図
解
江
戸
城
を
よ
む
』
（原
書
房
）
七
五
＼
六
頁
。

(21)
板
倉
の
日
記
で
は
、
十
月
七
日
、
十
月
二
十
二
日
条
等
。

お
り
、
月
次
御
礼
日
の
出
宅
時
間
の
「
卯
半
刻
」
で
は
な
い
。
こ
の
日

(19)
註
(14)
と
同
様
で
あ
る
。

通
ル
。
但
相
詰
衆
追
々
登
城
」
と
あ
る
。

敬
の
日
記
の
分
析
か
ら
ー
」
（
『
史
学
雑
誌
』
12|6)0
 

ー

(7)
「
家
忠
日
記
」
「
当
代
記
」「
武
家
事
紀
」
な
ど
に
散
見
す
る
。

(8)
「
江
戸
幕
府
右
筆
日
記
」
寛
永
二
十
一年
十
月
八
日
条
、万
治
二
年
「
江
戸

鑑
」
（
内
閣
文
庫
蔵
）
な
ど
。

(9)
「
柳
営
日
次
記
」
（内
閣
文
庫
蔵
）
明
暦
―一
年
閏
四
月
九
日
条
。

(10)
江
戸
東
京
博
物
館
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
2
『
江
戸
東
京
に
お
け
る
首

わ
れ
る
。

っ
て
い
た
人
々
が
「
不
快
」

も
登
城
し
て
い
る
。

詰
日
二
付
定
刻
五

「土
用
入
り
」
の
御
機
嫌
伺
い
が
あ
っ
た
。
二
十
八
日
は
、
詰
日
に
当
た

の
た
め
、
代
わ
り
に
出
勤
し
た
も
の
と
思

(18)
「
水
野
日
記
」
弘
化
四
年
二
月
二
日
の
条
に
、
「一

半
時
出
宅
、
平
服
着
用
、
登
城
、
例
之
通
中
ノ
ロ
よ
り
直
坊
主
部
屋
へ

二
十
七
日
は
「
不
時
御
礼
衆
」
が
あ
り
、
ま
た
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(27)
幕
府
の
行
事
の
幕
藩
制
的
意
義
を
考
察
す
る
に
は
各
行
事
の
参
列
者
を

分
析
し
、
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。後
考
を
ま
ち
た
い
。

(28)
新
宮
は
門
主
の
養
子
と
な
っ
て
江
戸
に
下
向
し
、
親
王
宣
下
、
入
寺
得

度
を
済
ま
せ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

(29)
二
十
八
日
の
出
仕
は
初
雪
の
御
機
嫌
伺
い
も
兼
ね
て
い
た
。

(30)
内
大
臣
を
贈
ら
れ
た
。

(31)
御
機
嫌
伺
い
の
登
城
の
こ
と
は
次
項
で
述
べ
る
が
、
法
事
初
日
と
結
願

(32)
参
向
の
公
家
や
御
三
家
・
国
持
大
名
た
ち
に
江
戸
城
の
各
部
屋
で
祝
膳

を
供
す
る
と
き
、
各
部
屋
毎
に
饗
応
役
を
置
い
た
が
、
こ
れ
を
御
座
席

（「手留並席図」）
。

(33)
『徳
川
実
紀
』
元
禄
三
年
九
月
二十一
日
条
。
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第

十
二
、
三
九
六
＼
七
頁
。

(34)
深
井
雅
海
編
『
江
戸
時
代
武
家
行
事
儀
礼
図
譜
』
6
、
三
二
＼
三
頁
。

(35)
家
治
の
没
日
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
九
月
八
日
は
公
式
の
命
日
。

(36)
家
斉
は
当
時
父
一橋
治
済
の
服
喪
中
で
東
照
宮
に
は
詣
で
て
い
な
い
。

正
月
十
七
日
も
同
じ
。

(37)
弘
化
四
年
五
月
二
十
四
日
・
五
月
二
十
九
日
・
十
二
月
十
七
日
・嘉
永

元
年
五
月
二
十
日
・
十
二
月
十
七
日
条
な
ど
。

(38)
台
徳
院
廟
前
の
と
き
と
、
勅
額
門
前
の
と
き
が
あ
る
。
参
拝
が
東
照
宮

か
、
惣
御
霊
屋
か
、
特
定
の
御
霊
屋
か
に
よ
り
異
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(39)
参
詣
が
延
期
さ
れ
、
「
替
日
」
と
な
っ
た
と
き
、
「
自
拝
」
は
省
略
さ
れ

奉
行
と
い
っ
た

日
の
御
機
嫌
伺
い
に
つ
い
て
は
、
便
宜
上
こ
こ
で
述
べ
て
お
く
。

目
見
を
兼
ね
て
い
た
。
翌
日
初
御
目
見
の
御
礼
を
し
た
。

仕
し
て
い
る
。
詳
細
は
未
検
討
で
あ
る
。

（「
水
野
日
記
」
嘉
永
元
年
五
月
二
十
一
日
条
）
。

(40)
『
新
編
千
代
田
区
史
』
通
史
絹
、
三
六
七
頁
。

(41)
「
柳
営
秘
鑑
」
（
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
』
五
）
。

(42)
『
江
戸
幕
府
大
名
武
鑑
編
年
集
成
』
所
収
文
政
十
三
年
刊
「
文
政
武
鑑
」

(43)
門
番
勤
め
に
必
要
な
人
数
が
人
宿
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
市
川
寛
明
「
江
戸
に
お
け
る
人
宿
商
人
の
家
業
構
成
に
つ
い
て

ー
米
屋
田
中
家
を
事
例
に
ー」
（
『
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
研
究
報
告
』

(44)
当
館
所
蔵
「
江
戸
城
大
手
勤
向
控
」
（
資
料
番
号
9
5
2
01
4
1
6
)

の
内
の
「大
手
御
門
番
相
定
之
覚
」
。
な
お
「殿
居
嚢
」
（
天
保
十
年
刻
）

の
「
外
桜
田
御
門
」
の
説
明
に
「
出
火
之
節
者
万
端
三
番
所
之
通
勤
之
」

(45)
『
新
編
千
代
田
区
史
』
通
史
編
、
三
九
六
ー
七
頁
。

(46)
廟
参
が
延
期
さ
れ
、
詰
日
に
切
り
替
わ
っ
た
二
月
十
日
は
詰
日
と
し
て

数
え
た
。

(47)
と
く
に
帝
鑑
之
間
の
譜
代
大
名
と
の
比
較
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

(48)
拙
稿
「
大
名
の
殿
席
と
家
格
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
昭

和
55年度）
。

(49)
詰
衆
の
嫡
子
（
武
鑑
に
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
）
は
父
と
と
も
に
出

と
あ
る
。

8)。
の
殿
席
記
載
に
よ
る
。

た
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表 3 板倉勝俊の勤め（詰番以外） ※は詰日

月 日 殿 中 城内 門番

6 月25日 参勤の御礼 西丸へも出仕

6 月27日 不時御礼衆あり登城 土用入御機嫌伺い 西丸へも出仕

6 月28日＊ 外桜田門番任命

閏 6 月朔日 月次御礼

閏 6 月15日＊ 月次御礼
7 月朔日＊ 月次御礼

7 月14日 紅葉山御霊屋予参

7 月15日＊ 月次御礼 （？）詰日

7 月28日 月次御礼

8 月朔日 八朔

8 月12日 松平陸奥守 （伊達斉義）養母 （家斉姪家慶 西丸へも出仕

いとこ）死去、御機嫌伺い

9 月朔日＊ 月次御礼

9 月 8 日 上野御成、番所詰

9 月 9 日 重陽の祝い 若君へ初めて御目見 西丸へも出仕

9 月10日 昨日の初めて御目見の御礼 西丸へも出仕

9 月15日 月次御礼 出火、番所に出馬

9 月20日 紅葉山惣御霊屋予参

9 月22日 不時御礼衆あり登城

10月朔日 月次御礼

10月 3 日 玄猪
10月 5 日 将軍 （家斉）の誕生日

10月14日 還御後出仕 上意の御礼 増上寺御成、番所詰め

10月15日 月次御礼 恒之丞 （家斉男）清水家相続 西丸へも出仕

10月22日＊ 日光門主 ・新宮登城御能

11月朔日 月次御礼

11月15日 月次御礼

11月21日 寒の入り、御機嫌伺い 西丸へも出仕

11月23日 恒之丞移徒の祝儀

11月25日 小石川御守殿 （峯姫）焼失、御機嫌伺い 西丸へも出仕

11月27日 溶姫引移りにつき、同席一統出仕

11月28日＊ 溶姫婚礼につき惣出仕 初雪御機嫌伺い 西丸へも出仕

12月朔日 月次御礼
12月 3 日＊ 若君へ御名 （家祥）の祝儀

12月 4 日 若君へ御名の祝儀 惣出仕

12月15日 月次御礼

12月22日 不時御礼衆あり登城

12月24日 紅葉山惣御霊屋予参

- 158 -



雁之間詰大名の江戸勤め

12月28日＊ 月次御礼歳暮の祝儀

正月朔日 例のごとく出仕

正月 2 日 例のごとく出仕

正月 3 日 例のごとく出仕謡初

正月 6 日 例のごとく出仕

正月 7 日 例のごとく出仕 若菜の祝い

正月 10日 還御後出仕 上野御成、番所詰め

正月 11 日 具足の祝い

正月 15日 月次御礼

正月 17日 内府紅葉山参詣行列勤め

正月 22日 若君袴着の祝儀、惣出仕

正月 24日 増上寺御成、番所詰め、

正月 28日 月次御礼 延引

正月 29日 西丸老中死去につき、御機嫌伺い

2 月朔日 日光門主・新宮登城

2 月 2 日 若君袴着祝儀御能見物、料理頂載

2 月 3 日 昨日の御礼 西丸へも出仕

2 月 5 日 最樹院 ( -橋治済）贈官法会、同席一統出仕 西丸へも出仕 出火、番所詰め

2 月 6 日 最樹院一周忌法要初日伺い、火事の伺い 西丸へも火事の伺い

2 月 8 日 法事結願、同席一統出仕
2 月10日＊ 将軍、上野最樹院廟に参詣につき御目見

2 月12日 法事済み惣出仕 西丸へも出仕

2 月14日 紅葉山予参
2 月15日＊ 月次御礼

2 月18日 不時御礼衆あ り登城
2 月20日＊ 孝恭院 （家基）五十回忌法要初日伺い、同

席一統出仕

2 月22日 法事結願、同席一統出仕
2 月24日＊ 将軍上野孝恭院廟に参詣につき御目見、延引

2 月25日 法事済み惣出仕、増上寺方丈焼失伺い

2 月28日 月次御礼

3 月朔日 若君お宮参り被仰出

3 月 3 日 上巳の祝い 西丸へも出仕

3 月 4 日 将軍昇進・位階、紅葉山参詣につき御目見

3 月10日＊ 法事済み門主 ・新宮登城、同席一統出仕、

御目見

3 月15日＊ 月次御礼

4 月朔日 月次御礼

4 月 4 日 若君官位、同席一統出仕

4 月 6 日 家斉太政大臣任官、管弦、竹之間御座席奉
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行代行

4 月11日 公家衆御馳走御能見物

4 月13日 両御所紅葉山御宮参詣につき御目見
4 月15日＊ 祝儀の御礼、惣出仕 西丸へも出仕
4 月17日＊ 紅葉山参詣につき御目見、延引

4 月19日 不時御礼衆あ り登城

4 月20日 還御後伺いのため登城 上野御成、番所詰め

4 月22日 不時御礼衆あ り登城

4 月28日 月次御礼
4 月29日＊ 将軍増上寺有章院 （家継）廟参詣につき御

目見、延引

5 月朔日 月次御礼 西丸へも出仕

5 月 5 日 端午の祝い 西丸へも出仕

5 月 8 日 上野御成、番所詰め、延引
5 月 9 日＊ 若君官位祝儀御能見物

5 月10日 昨日の御礼 西丸へも出仕

5 月15日 月次御礼

5 月17日 紅葉山予参、延引

5 月21日 将軍紅葉山参詣につき御目見 （助）

5 月23日 外桜田辺出火、人数出す、

出馬

5 月24日 昨日火災につき出仕 西丸へも出仕

5 月26日 水野壱岐守 （忠詔）退役 （西丸若年寄） 顆

い取次のため笠城
6 月朔日＊ 月次御礼

6 月 2 日 出火、 番所へ人数出す

6 月 8 日 土用入 り御機嫌伺い 西丸へも出仕

6 月11 日 不時御礼衆あ り登城

6 月12日 将軍増上寺参詣につき御目見

6 月13日 御用召、在所への御暇

6 月14日 外桜田門番代 り任命

6 月15日 門番交代、鑑札引取 り
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雁之間詰大名の江戸勤め

内
匠
頭
江
被

辰
ノ
半
刻
過
出
宅
、
登
城
、
詰
日
青
山
、
板
阿
波
不
快
二
而
、
出
仕
無
之
、

阿
対
州
助
之
心
得
、
午
之
半
刻
過
帰
宅
、
未
半
刻
過
老
衆
連
名
之
奉
書
ヲ
以
、

外
桜
田
御
門
番
諏
訪
伊
勢
守
代
被
仰
付
、
即
刻
為
御
請
、
麻
上
下
着
用
、
御

門
番
・
和
泉
守
殿
計
江
相
越
、
玄
関
二
而
取
次
江
口
上
書
渡
ス
、
相
番
者
牧
野

仰
付
、
右
よ
り
も
案
内
労
諸
事
申
合
候
様
二
と
使
者
来
、
此
方

六
月
廿
八
日

暇
被

六
月
廿
七
日

不
時
御
礼
衆
有
之
二
付
、
卯
中
刻
過
出
宅
、
登
城
、
同
席
之
内
向
詰
之
衆
御

至
翌
六
月
十
五
日

従
六
月
廿
五
日

「文政
十
丁
亥
年

雁
之
間
日
記

文
政
十
年
丁
亥

六
月
二
十
五
日

前
夕
奉
書
到
来
、
卯
中
刻
前
出
宅
、
登
城

、
晒
染
帷
子
長
襦
着
用
、
参
勤
之

御
礼
申
上
之
、
西
丸
江
も
出
仕
、
老
若
衆
不
残
廻
勤
、
午
ノ
刻
過
帰
宅
、
同

席
衆
五
六
輩
参
勤
御
礼
有
之

仰
出
、
今
日
土
用
入
之
伺

西
丸
江
も
麻
上
下
之
侭
二
而
罷
出

御
機
嫌
有
之
、

雁
之
間
日
記

（表紙）

入
御
後
席
二
而
相
伺

田辺」

板
倉
甲
斐
守
留
借
写

詰
日
之
処
、
十
四
日
之
返
詰
、
永
井
出
仕
、
在
宿

閏
六
月
廿
日

閏
六
月
十
四
日

番
土
屋

六
月
晦
日

城
、
詰
旦
二
浦
、
松
備
中
、
残
り
井
上
、
阿
対
州

参
勤
後
初
詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
武
田
、

御
奏
者
当
番
安
藤

閏
六
月
朔
日

卯
中
刻
前
出
宅
、
登

閏
六
月
五
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
戸
土
、
御
奏
者
当

閏
六
月
十
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
、
高
家
詰
番
宮
弾
、
御
奏
者
当
番
永
肥
、

講
釈
、
残
自
分

永
飛
州
詰
日
之
処
俄
不
快
二
付
、
急
助
之
儀
卯
半
刻
過
申
来
、
辰
半
刻
過
出
宅
、

相
詰
牧
内
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
横
瀬
、
御
奏
者
当
番
丹
羽

閏
六
月
十
五
日

卯
中
刻
過
出
宅
、
詰
日
、
相
詰
黒
田
之
処
、
中
暑
二
付
不
参
、
阿
対
州
助
之
心

得
、
急
助
順
自
分
よ
り
廻
達
ス
、
残
青
山
、
牧
内
匠

閏
六
月
十
八
日

板
阿
州
詰
日
之
処
、
為
差
替
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
青
山
、
明
日
管
弦
、
御
老

中
登
城
刻
限
織
田
信
州
江
問
合
、
例
刻
之
由
、
青
山
よ
り
通
達
有
之
、

よ
り
も
使
者
出
ル
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紅
葉
山
御
霊
屋
御
参
詣
二
付
、
六
ツ
時
出
宅
、
予
参
勤
、

還
御
後
惣
卯
中
刻
過
出
宅
両
丸
江
登

閏
六
月
廿
五
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
、
今
日
徳
川
豊
之
助
殿
元
服
二
付
老
衆
五

城
、
右
二
付
五
ツ
過
出
宅
ス
、
高
家
詰
番
織
田
、
御
奏
者
当
番
牧
越
、

阿
飛
州
今
日
よ
り
出
勤
、
廻
状
来

七
月
朔
日

卯
半
刻
過
出
宅
、
詰
日
、
相
詰
黒
田
、
急
助
順
書
付
黒
田
よ
り
通
達
、
下
野
守

殿
俄
二
腹
痛
二
而
不
参
、
石
谷
達
、
自
分
よ
り
下
二
通
達
、
残
阿
飛
州
・
阿
対

州、
高
家
詰
番
横
瀬
、
御
奏
者
当
番
本
下
、
今
日
松
備
中
詰
日
断
、
引
籠

七
月
二
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
三
浦
之
処
差
替
、
牧
内
出
仕
、
出
羽
守
殿
叔
母

死
去
、
岩
瀬
達
、
自
分
よ
り
通
達
、
高
家
詰
番
畠
中
、
御
奏
者
当
番
永
肥

七
月
十
一日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
三
浦
、
内
府
様
御
入
側
之
処
二
而
御
目

見
、
和
泉
守
殿
不
快
、
登
城
無
之
、
織
田
信
州
達
、
自
分
よ
り
通
達
、
高
家

詰
番
武
田
、
御
奏
者
当
番
土
屋

七
月
十
二
日

七
月
十
四
日

八
月
朔
日

阿
飛
州
又
々
不
快
二
付
引
籠
之
廻
状
来

番
本
下

七
月
六
日

七
月
十
五
日

辰
半
刻
過
出
宅
、
詰
日
、
相
詰
黒
田
、
急
助
順
黒
田
よ
り
通
達
、
高
家
詰
番
今

川
、
御
奏
者
当
番
大
岡

辰
半
刻
過
出
宅
、
詰
日
、
相
詰
三
浦
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
宮
弾
、
御
奏
者
当

番
土
淡
、
阿
対
州
不
快
二
付
詰
日
断
、
廻
状
来

七
月
廿
一
日

七
月
廿
三
日

牧
内
詰
日
江
為
差
替
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
永
井
之
処
是
も
差
替
、
井
上
出

内
府
様
御
入
側
之
処
二
而

七
月
廿
四
日

詰
日
之
処
、
昨
日
之
為
返
詰
、
牧
内
出
仕
、
無
別
条
之
段
案
内
来

七
月
廿
八
日

卯
中
刻
過
出
宅
、
詰
日
牧
内
・
黒
田
、
牧
野
ハ
婚
姻
御
礼
二
付
、
井
上
助
之
心

得
、
残
り
永
井
・
三
浦

七
月
廿
九
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
三
浦
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
由
良
、
御
奏
者
当

阿
波
守
詰
日
断
、
引
籠
、
廻
状
来

仕 阿
飛
州
出
勤
、
廻
状
到
来

閏
六
月
廿
九
日

七
月
廿
日

殿
中
表
向
平
服

半
時
登

城
、
退
出
よ
り
例
之
通
廻
勤
、
今
日
計
年
寄
衆

御
目
見
、
高
家
詰
番
武
田
、
御
奏
者
当
番
丹
羽

御
霊
屋
江
自
拝
、
右
二
付
両
山
江
者
参
詣
無
之
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詰
日
之
処
、
板
予
州
江
頼
、
差
替
出
仕

内
々
故
障
有
之
二
付
、
不
快
之
姿
二
て
不
参

九
月
九
日

上
野
御
成
二
付
、
寅
半
刻
過
出
宅
、
御
番
所
江
相
詰
、

仕
候
様
二
と
被

八
月
十
三
日

詰
日
之
処
、
俄
二
故
障
出
来
、
永
井
江
頼
、
出
仕
有
之
、
内
々
者
福
原
針
之

八
月
十
五
日

八
月
十
八
日

九
月
六
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
由
良
、
御
奏
者
当

出
仕
、
於
雁
之
間
御
目
付
本
目
帯
刀
謁
、
帰
宅
九
半
過

九
月
八
日

丞
昨
夜
死
去
、
廿
一
日
迄
忌
中
也

番
永
肥

仰
出

松
平
奥
州
養
母
死
去
二
付
、
為
伺
御
機
嫌
平
服
二
而
例
刻
出
仕
、
西
丸
江
も
出

ル
、
右
者

公
方
様
御
姪

内
府
様
御
従
弟
女
之
御
続
、
去
ル
十
日
よ
り
―
―
一
日
之
御
忌
、
鳴

物
停
止
者
十
一
日
よ
り
三
日
、
尤
も
御
書
付
者
溜
詰
．
詰
衆
・
御
奏
者
番
計
出

九
月
朔
日

番
永
肥

久
世
今
日
よ
り
出
勤
、
廻
状
来
。
助
急
助
ハ
当
分
断
也

八
月
三
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
今
川
、
御
奏
者
当

八
月
八
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
三
浦
之
処
、
右
江
為
返
詰
松
備
中
出
仕
、
織
田

信
州
よ
り
御
達
書
壱
通
渡
ス
、
自
分
よ
り
通
達
、
高
家
詰
番
横
瀬
、
御
奏
者
当

番
永
肥

八
月
十
一
日

八
月
十
二
日

番
大
岡

会
釈
二
而
、
下
之
方
江
引

八
月
廿
日

急
助
心
得
日
之
処
、
黒
田
江
相
頻

八
月
廿
―一日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
横
瀬
、
御
奏
者
当

番
土
淡
、
内
々
者
今
日
よ
り
忌
明

八
月
廿
五
日

永
井
詰
日
之
処
、
十
三
日
之
為
返
詰
、
辰
之
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
板
伊
、
無
別

条
、
高
家
詰
番
横
瀬
、
御
奏
者
当
番
士
淡
、
今
日
牧
野
詰
日
処
、
右
江
差
替
、

予
州
出
仕

八
月
廿
七
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
一
二
浦
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
中
條
、
御
奏
者
当

卯
中
刻
過
出
宅
、
詰
日
、
相
詰
黒
田
、
残
り
阿
飛
州
、
板
伊
、
若
狭
守
殿
不
快

ニ
付
、
登
城
無
之
、
見
舞
断
、
御
用
番
代
和
泉
守
殿
心
得
之
由
、
岩
瀬
達
、

自
分
よ
り
通
達

還
御
為
伺
御
機
嫌
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九
月
廿
一
日

紅
葉
山
惣

公
方
様
御
参
詣
、
予
参
相
勤
、
自
拝
無
之

九
月
廿
日

九
月
十
五
日

九
月
十
六
日

九
月
十
七
日

今
日
紅
葉
山

御
宮
江
内
府
様
御
参
詣
被
遊
候
得
共
勤
向
無
之
、
在
宿

御
宮

御
参
詣
無
之
、

十
月
五
日

詰
日
之
所
頭
痛
気
二
付
居
残
、
黒
田
・
大
久
保
へ
頼
手
紙
遣
ス

之

美恵子

卯
中
刻
過
出
宅
、
両
丸
江
出
仕
、
詰
日
牧
内
・
板
伊

十
月
朔
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
登
城
、
無
別
条

番
本
下

九
月
廿
八
日

九
月
十
一
日

ツ
時
過

昨
日
九
月
十
日

段
帝
鑑
之
間
二
而

卯
中
刻
過
出
宅
、

若
君
様
江
初
而

両
丸
江
出
仕
、
退
出
よ
り
例
之
通
廻
勤
、
今
日
御
礼
後
別

御
目
見
申
上
、
着
服
ハ
当
日
之
服
也

御
目
見
之
為
御
礼
出
仕
、
西
丸
江
も
出
、
退
出
よ
り
老
衆
西
丸
共
田
沼

迄
廻
勤
、
若
年
寄
衆
江
者
不
相
越
、
服
紗
小
袖
半
蟷
、
例
刻
登
城
、
帰
宅
八

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
大
右
、
御
奏
者
当

卯
中
刻
過
出
宅
、
詰
日
、
牧
内
・
板
伊
、
残
石
川
・
阿
山
、
酉
ノ
刻
過
小
川
町

阿
対
州
屋
敷
よ
り
出
火
、
御
番
所
江
出
ル
、
子
半
刻
過
引
取
、
相
番
も
出
馬
有

惣
御
霊
屋
江
も
明
日
者

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
、
高
家
詰
番
由
良
、
御
奏
者
当
番
永
肥
、

明
十
七
日
紅
葉
山
御
宮
江
内
府
様
御
参
詣
被
仰
出
、
岩
瀬
達
、
自

分
よ
り
通
達
、
公
方
様
御
服
中
二
付
、
明
日

御
参
詣
之
御
沙
汰
無
之

御
霊
屋
江

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
、
高
家
詰
番
前
田
、
御
奏
者
当
番
本
下
、

明
廿
二
日
不
時
御
礼
衆
有
之
由
、
村
上
達
、
自
分
よ
り
通
達

九
月
廿
二
日

不
時
御
礼
衆
有
之
、
卯
中
刻
過
出
宅
、
今
日
牧
野
錨
吉
家
督
之
御
礼
申
上
、
同

道
之
控
心
得
欺
、
阿
波
守
今
日
よ
り
出
勤
、
当
分
助
急
助
断
也

九
月
廿
六
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
・
大
久
保
三
人
詰
ナ
リ
、
今
日
大
久
保
初

詰
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
畠
中
、
御
奏
者
当
番
堀

十
月
二
日

十
月
三
日

玄
猪
二
付
申
之
刻
過
出
宅
、
牧
内
・
黒
田
・
牧
鎗
初
而
頂
戴
也
、
戌
半
刻
帰
宅

御
誕
生
日
二
付
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
炭
斗
目
半
襦
、
牧
内
・
黒
田
・
大
久
保
・

牧
錨
初
而
頂
戴
也

十
月
七
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
・
大
久
保
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
大
右
、

御
奏
者
番
当
番
堀
田
、
申
刻
過
松
浦
勢
州
よ
り
―
―
一
人
連
名
之
剪
紙
到
来
、
右
者

来
ル
九
日
御
能
之
被
仰
出
、
下
野
守
殿
御
渡
、
御
書
付
弐
通
差
越
、
自
分
よ
り
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当
番
九
鬼

同
席
中
江
通
達

十
月
十
一
日

十
月
十
二
日

十
月
十
四
日

十
月
十
五
日

卯
中
刻
過
出
宅
、
詰
日
阿
飛
州
・
永
井
・
牧
鎗
吉
、
残
阿
対
州
・
大
久
保
、

入
御
後
於
雁
之
間
恒
之
丞
殿
江
領
地
被
進
候
御
祝
儀
、
老
衆
江
申
上
、

江
も
出
仕
、
御
奏
者
番
謁

十
月
十
七
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
大
久
保
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
武
田
、
御
奏
者

十
月
廿
二
日

詰
日
、
相
詰
大
久
保
、
高
家
詰
番
横
瀬
、
御
奏
者
当
番
九
鬼
、
今
日
日
光
御
門

増
上
寺
江

阿
対
州
病
気
快
、
今
日
よ
り
出
勤

日
光
御
門
主
其
外
出
家
中
登

江
届
二
不
及
、
同
席
中
江
頼
手
紙
遣
ス

十
月
九
日

西
丸

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
・
大
久
保
之
処
、
黒
田
風
気
二
而
居
残
、

大
久
保
へ
為
返
詰
阿
飛
州
出
仕
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
畠
中
、
御
奏
者
当
番
太
田

御
成
二
付
、
寅
半
刻
過
出
宅
、
外
桜
田
御
番
所
江
詰
、
今
日
ハ
御

番
所
前
通
御
也
、
還
御
後
為
伺
出
仕
、
於
雁
之
間
御
目
付
衆
謁
退
出
ス
、

通
御
之
節
蒙
上
意
候
御
礼
、
御
用
番
計
江
相
越
、
帰
宅
午
之
刻
前
、
以
後
ハ

上
意
之
御
礼
二
不
及
、
今
日
者
初
而
故
也

城
、
御
能
有
之
、
頭
痛
気
二
付
不
参
、
御
用
番

主
同
新
宮
御
登
城
、
御
能
有
之
、
炭
斗
目
半
蟷
着
用
、
卯
刻
出
宅
、
夕
七
半

刻
過
帰
宅
、
御
書
付
壱
通
、
村
上
達
、
自
分
よ
り
通
達
、
出
羽
守
殿
頭
痛
気
二

城
無
之
、
見
舞
断
、
村
上
達
、
是
者
大
久
保
よ
り
通
達

十
月
廿
七
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
大
久
保
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
宮
弾
、
御
奏
者

十
一月
朔
日

卯
中
刻
過
出
宅
、
詰
日
阿
飛
州
・
永
井
、
残
リ
三
浦
・
自
分
、
今
日
士
錦
橘
初

御
目
見
、
牧
錨
吉
初
而
御
暇

十
一
月
三
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
大
久
保
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
大
右
、
御
奏
者

当
番
永
肥

十
一月
八
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
大
久
保
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
前
雲
、
御
奏
者

十
一
月
十
三
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
大
久
保
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
前
雲
、
御
奏
者

十
一
月
十
五
日

卯
中
刻
過
出
宅
、
詰
日
黒
田
・
石
川
・
阿
山
、
残
阿
飛
州
壱
人

十
一
月
十
八
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
大
久
保
、
高
家
詰
番
畠
飛
、
御
奏
者
当
番
永
肥
、

御
書
付
三
通
織
田
信
州
よ
り
達
、
自
分
よ
り
通
達

当
番
松
丹

当
番
本
下

而 当
番
酉
尾

付
登
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鍋
・
若
年
寄
衆
江
寒
中
見
舞
勤

十
一
月
廿
三
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
大
久
保
、
高
家
詰
番
畠
中
、
御
奏
者
当
番
本
下
、

今
日
恒
之
丞
殿
御
移
徒
二
付
、
詰
合
計
、
平
服
二
而
、
廻
り
之
節
、
老
衆
江
御

祝
儀
申
上
ル
と
申
上
、
御
用
番
目
出
度
儀
と
答
有
之
、
例
之
伺
御
機
嫌
ハ
無
之

十
一
月
廿
五
日

今
暁
小
石
川
御
守
殿
不
残
焼
失
二
付
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
登

伺
、
西
丸
江
も
出

十
一
月
廿
七
日

十
一
月
廿
八
日

十
二
月
朔
日

十
二
月
三
日

十
一
月
廿
一
日

寒
入
二
付
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
両
御
丸
江
登

城
、
両
丸
老
衆
・
田
沼
・
間

城
、
御
機
嫌
相

溶
姫
君
様
御
引
移
二
付
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
登
城
、
同
席
衆
一
統
出
仕
有
之
、

廻
り
之
節
、
老
衆
江
御
引
移
相
済
候
二
付
、
恐
悦
申
上
ル
と
申
上
之
、
目
出
度

儀
と
答
有
之
、
西
丸
江
ハ
出
仕
無
之

溶
姫
君
様
御
婚
礼
済
二
付
惣
出
仕
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
登
城
、
廻
り
之
節
、

上
席
よ
り
御
婚
礼
相
済
候
二
付
、
御
祝
儀
申
上
ル
と
申
上
之
、
目
出
度
儀
と
老

衆
答
有
之
、
引
続
昨
夜
初
雪
二
付
伺
御
機
嫌
有
之
、
西
丸
へ
も
出
ル
、
今
日

詰
日
、
大
久
保
・
自
分
、
御
書
付
三
通
、
松
浦
勢
州
達
、
大
久
保
よ
り
通
達
、

卯
中
刻
過
出
宅
、
詰
日
阿
飛
州
・
永
井
・
青
山
三
人
詰
之
処
、
阿
部
・
永
井
不

参
、
助
之
心
得
阿
対
州
、
残
リ
大
久
保
・三
浦

十
二
月
廿
―
一日

不
時
御
礼
有
之
候
二
付
、
卯
半
刻
過
出
宅
、
登
城
、
久
世
参
勤
之
御
礼
、
十 若

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
大
久
保
、
高
家
詰
番
今
川
、
御
奏
者
当
番
本
下
、

今
日
若
君
様
江
御
名
被
進
候
二
付
、
殿
中
炭
斗
目
半
袴
、
廻
之
節
、
例
之

通
り
御
機
嫌
相
伺
、
其
後
於
贋
之
間
御
酒
・御
吸
物
頂
戴
、
老
衆
御
挨
拶
有
之
、

畢
而
高
家
と
一同
芙
蓉
之
間
二
而
老
衆
江
御
礼
申
上
、
巨
細
之
儀
ハ
手
留
二
有

之
、
妥
二
略
ス

十
二
月
四
日

右
御
祝
儀
惣
出
仕
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
登
城
、
廻
り
之
節
、
於
雁
之
間

家
祥
公
と
奉
称
候
旨
御
用
番
よ
り
直
達
有
之
、
直
二
上
席
よ
り
御

君
様
御
名

祝
儀
申
上
ル
と
申
上
之
、
目
出
度
儀
と
老
衆
答
有
之

十
二
月
八
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
大
久
保
、
村
上
和
州
御
書
付
壱
通
達
、
自
分
よ

り
通
達
、
高
家
詰
番
戸
備
、
御
奏
者
当
番
本
下
、

十
二
月
十
三
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
大
久
保
、
無
別
条
、
今
日
例
之
通
服
紗
小
袖
半

袴
、
高
家
詰
番
戸
土
、
御
奏
者
当
番
土
淡

十
二
月
十
五
日

卯
半
刻
過
出
宅
、
詰
日
黒
田
・
石
川
・
阿
山
、
残
阿
飛
州
壱
人
、
松
備
州
参
勤

之
御
礼

十
二
月
十
八
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
大
久
保
・
板
伊
予
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
横
瀬
、

御
奏
者
当
番
大
岡
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於
履
之
間
御
目
付
被
謁

上
野
御
成
二
付
、
寅
半
刻
過
出
宅
、
御
番
所
江
詰
、

正
月
十
日

正
月
九
日

正
月
六
日
七
日
例
之
通
出
仕
、
無
別
条

御
参
詣
被

十
二
月
廿
四
日

十
二
月
廿
五
日

十
二
月
廿
八
日

卯
中
刻
過
出
宅
、
詰
日
板
伊
・
大
久
保
・
自
分
、
入
御
後
一
統
居
残
、
歳
暮
之

御
祝
儀
老
衆
江
申
上
、
西
丸
江
も
出
ル

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
板
伊
、
大
久
保
腹
高
二
付
居
残
、
高
家
詰
番
宮

弾
、
御
奏
者
当
番
土
淡
、
明
十
日
上
野
江
仰
出
、
織
田
信
州
達
、

自
分
よ
り
通
達

還
御
後
為
伺
出
仕
、

正
月
十
七
日

正
月
十
九
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
大
久
保
・
板
伊
、
明
廿
日
上
野
香
琳
院
様
御

仰
出
、
石
谷
達
、
自
分
よ
り
通
達
、
高
家
詰
番

正
月
廿
二
日

正
月
廿
四
日

御
参
詣
二
付
、
卯
刻
過
出
宅
、
行
列
勤
、
惣
御
霊
屋
江
者

御
参
詣
二
付
、
寅
半
刻
過
出
宅
、
御
番
所
江
詰
候
処
、
御
痰
気
二
付

仰
出
、
即
刻
帰
宅
、
辰
ノ
半
刻
過
、
夫
よ
り
芝
江
九
時
過

正
月
廿
八
日

卯
中
刻
過
出
宅
、
登

後
一
統
居
残
候
処
、
御
襦
着
之
御
祝
儀
御
能
、
近
々
見
物
被

自
拝
二
出
ル

御
参
詣
御
延
引
被

仰
付
旨
、
駿
河

増
上
寺

若
廻
勤
也

詰
日
之
処
、
頭
痛
気
二
付
居
残
、
相
詰
板
伊
・
大
久
保
頻
手
紙
出
ス

辰
半
刻
過
出
宅
、

若
君
様
御
袴
着
御
祝
儀
、
惣
出
仕
、
西
丸
江
も
出
ル
、
老

正
月
四
日

子
正
月
元
旦
一
日
井
三
日
、
朝
夕
如
例
出
仕
、
無
別
条

霊
前
江

畠
中
、
御
奏
者
当
番
本
下

内
府
様
御
参
詣
被

御
参
詣
無
之

老
衆
田
沼
江
歳
暮
廻
勤
、
小
紋
裏
付
上
下

内
府
様
紅
葉
山

御
服
中
二
付
、
今
紅
葉
山
惣
御
霊
屋
江
御
参
詣
、
卯
刻
出
宅
、
予
参
勤
、
自

拝
無
之

詰
日
之
処
、
頭
痛
気
二
付
居
残
、
大
久
保
・
板
伊
江
頼
手
紙
出

五
日
忌
中
二
付
今
日
也

十
二
月
廿
日

卯
中
刻
過
出
宅
、
登
城
、
詰
日
井
上
・
久
世
・
三
浦
、
残
大
久
保
壱
人

正
月
十
五
日

詰
日
之
処
、
頭
痛
気
二
付
居
残
、
相
詰
板
伊
・
大
久
保
頼
手
紙
出
ス

正
月
十
四
日

辰
刻
出
宅
、
登
城
、
無
別
条

正
月
十
一
日
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詰
日
之
処
、
頭
痛
気
二
付
居
残
、
相
詰
板
伊
・
大
久
保
江
頼
手
紙
出
ス

上 正
月
廿
九
日

若
狭
殿
卒
去
二
付
、
為
伺
御
機
嫌
辰
半
刻
過
両
丸
江
出
仕
、
今
日
詰
日
也
、

相
詰
大
久
保
・
板
伊
、
明
日
芝
御
参
詣
、
御
沙
汰
止
之
趣
、
大
目
付
よ
り
拙
者

江
一名
二
而
申
来

二
月
朔
日

卯
中
刻
過
出
仕
、
御
服
中
二
付
、
御
清
二
者
無
之
、
詰
日
井
上
・
黒
田
、
桜
之

間
江
ハ
詰
日
二
人
井
土
井
能
登
・
大
久
保
・
阿
飛
州
、
嫡
子
之
衆
壱
人
、
青
山

二
月
二
日

二
月
三
日

昨
日
之
御
礼
二
登
城
、
大
広
間
二
而
御
奏
者
番
江
御
礼
申
上
、
西
丸
ハ
例
之

席
二
而
例
之
通
り
二
参
り
、
掛
り
二
申
上
、
両
丸
老
衆
・
田
沼
迄
御
礼
廻
勤
也
、

今
日
出
宅
ハ
例
刻
也
、
昨
日
若
君
様
江
土
井
能
登
・
永
井
飛
州
初
而

目
見
申
上
、
御
能
見
物
之
御
礼
ハ
大
広
間
二
而
御
奏
者
番
江
申
上
、

様
江
御
目
見
之
御
礼
ハ
雁
之
間
二
而
御
奏
者
番
江
申
上

二
月
四
日

二
月
五
日

廻
り

守
殿
直
達

若
君 御

若
君
様
御
襦
着
御

奉
行
等
無
之
、
柳
之
間
二
而
同
席
・
御
奏
者
番
・
菊
之
間
・
同
縁
側
・
側
之
衆

一
同
二
御
料
理
頂
戴
、
明
日
御
礼
二
登
城
故
、
相
済
而
番
頭
衆
江
御
礼
不
申

祝
儀
御
能
有
之
、
見
物
被
仰
付
、
卯
半
刻
出
宅
、
御
座
席

御
霊
屋
江

三
浦
不
快
二
付
居
残
之
由
申
来

御
贈
官
相
済
候
付
、

御
参
詣

御
目
見
、
詰
日
之
者
計

酉
ノ
刻
過
、
佐
柄
木
町
辺
よ
り
出
火
、
及
大
火
、
戌
半
刻
御
番
所
江
相
詰
、
有

馬
儀
も
出
馬
有
之
、
翌
卯
刻
過
引
取

二
月
六
日

御
法
事
御
初
日
二
付
為
伺
出
仕
、
御
本
丸
計
、
然
ル
処
昨
夜
出
火
二
而
、
火

事
之
伺
も
有
之
、
西
丸
江
も
火
事
之
伺
計
二
出
仕
、
高
家
詰
番
中
條
、
御
奏

者
当
番
九
鬼
、
廻
り
之
節
老
衆
江
上
席
よ
り
御
法
事
井
出
火
二
付
御
機
嫌
伺
相

伺
と
申
上
ル
、
御
機
嫌
御
障
り
も
不
被
為
在
と
老
衆
答
有
之
、
恐
悦
と
は
不
申
上

二
月
八
日

御
法
事
御
結
願
二
付
、
為
伺
一
統
出
仕
、
廻
り
之
節
上
席
よ
り
御
法
事
御
結
願

ニ
付
御
機
嫌
相
伺
と
申
上
ル
、
老
衆
よ
り
御
機
嫌
御
障
り
も
不
被
為
在
と
答
有

之
、
恐
悦
と
申
上
ル

二
月
九
日

詰
日
之
処
、
為
差
替
三
浦
出
仕
、
相
詰
大
久
保
・
板
伊
江
頼
手
紙
出
、
然
ル
処

二
月
十
日

上
野
最
樹
院
様
御
参
詣
二
付
、
為

出
仕
、
久
世
・
土
井
・
三
浦
之
処
、
久
世
不
快
、
土
井
門
前
通
御
、
三
浦
御

番
所
江
松
右
衛
門
代
り
二
詰
、
右
二
付
為
助
大
久
保
・
自
分
出
仕
、

有
之
候
得
共
、
矢
張
助
詰
二
相
立
、
廻
状
出
ス

二
月
十
二
日

同
日

贈
官
相
済
恐
悦
と
上
席
よ
り
申
上

一統
例
刻
出
仕
、

西
丸
江
出
、
廻
り
之
節
、
老
衆
へ
御
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之
、
恐
悦
と
申
上
、

西
丸
江
ハ
出
仕
無
之

若
君
様

辰
半
刻
過
出
宅
登

仰
出
有
之
、
右
者
左
之

仰
出
候
二
付
、

詰
日
之
処
、
頭
痛
気
二
付
居
残
、
相
詰
土
井
・
松
備
中
江
頼
手
紙
出
ス

御
請
不
申
上

二
月
十
四
日

紅
葉
山
増
上
寺
方
惣

御
霊
屋
江
公
方
様
御
参
詣
、
御
同
所
惣

内
府
様
御
参
詣
有
之
、
卯
刻
出
宅
、
予
参
二
出
、
正
月
中
増
上
寺
御
参

詣
御
延
二
付
、
今
日
二
成
ル
、
大
紋
行
列
方
無
之
、
例
之
予
参
也

二
月
十
五
日

卯
中
刻
過
出
宅
、
詰
日
、
久
世
・
土
井
・
自
分
、
残
松
平
備
中
、
是
今
日
大
久

保
初
而
御
暇
、
石
川
・
阿
山
御
暇
、
板
伊
ハ
御
法
事
中
勤
番
故
、
今
日
者
御
暇

二
月
十
八
日

二
月
廿
日

御
法
事
御
初
日
二
付
、
為
伺
一
統
申
合
出
仕
、
廻
り
之
節
上
席
よ
り
御
法
事
ニ

付
御
機
嫌
相
伺
と
申
上
ル
、
老
衆
御
機
嫌
御
障
り
も
不
被
為
在
と
答
有
之
、
恐

悦
と
申
上
、
西
丸
江
ハ
出
仕
者
無
之
、
今
日
之
詰
日
、
久
世
・
土
井
・
自
分
三

人
詰
也

二月廿―一
日

御
法
事
御
結
願
二
付
、
為
伺
一
統
申
合
出
仕
、
廻
り
之
節
上
席
よ
り
御
法
事
御

結
顧
二
付
御
機
嫌
相
伺
と
申
上
、
老
衆
御
機
嫌
御
障
り
も
不
被
為
在
候
と
答
有

二
月
廿
四
日

御
法
事
済
二
付
惣
出
仕
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
西
丸
江
者
出
仕
無
之
、
退
出
よ

り
上
野
宿
坊
二
而
大
紋
着
替
、
自
拝
、
今
日
之
申
上
方
左
之
通
、
御
法
事
相
済

恐
悦
と
申
上
、
老
衆
御
滞
の
ふ
と
答
有
之
、
右
承
候
而
、
今
暁
増
上
寺
方
丈
焼

失
之
処
御
霊
屋
向
御
別
条
無
御
座
、
恐
悦
と
申
上
、
御
機
嫌
よ
ふ
と
答
有
之
、

此
時
ハ
恐
悦
と
不
申
上
、
無
言
也

但
今
暁
丑
ノ
刻
過
増
上
寺
方
丈
住
居
向
不
残
焼
失

二
月
廿
八
日

卯
中
刻
過
出
宅
、
御
礼
過
居
残
候
様
松
浦
勢
州
申
聞
、

八
日
紅
葉
山
山
王
江

一統
居
残
候
処
、
来
月

若
君
様
御
宮
参
被
遊
候
段
被
仰
出
候
間
、
於
履
之
間

老
衆
・備
前
守
殿
列
座
、
加
賀
守
殿
直
達
也
、
此
節
高
家
・同
席
・御
奏
者
之

後
ロ
ニ
諸
役
人
一同
列
居
、
高
家
上
席
よ
り
恐
悦
と
御
請
申
上
、
当
席
よ
り
ハ

二
月
廿
九
日

三
月
朔
日

城
、
今
日
者
兼
而
出
仕
之
儀
被

通
、
廻
り
之
節
、
上
席
よ
り
御
宮
参
御
日
限
被

御
祝
儀
申
上
ル
、
と
申
上
之
、
老
衆
目
出
度
儀
と
答
有
之
、
高
家
よ
り
も
同
席

不
時
御
礼
衆
有
之
、
辰
刻
前
出
宅
登
城
、
無
別
条

不
被
仰
出
、
詰
日
割
土
井
よ
り
通
達

江

御
霊
屋

二
月
廿
五
日

番
前
雲
、
御
奏
者
当
番
九
鬼

御
法
事
済
、
惣
出
仕
二
付
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
西
丸
江
も
出
ル
、
廻
之
節
老

衆
江
上
席
よ
り
御
法
事
相
済
恐
悦
と
申
上
ル
、
御
滞
の
ふ
と
答
有
之
、
退
出
よ

り
土
井
二
而
大
紋
着
替
、
上
野
江
自
拝
出
ル

御
参
詣
二
付
、
為

城
、
井
上
も
出
仕
之
処
、
雨
天
二
付
御
延
引
被
仰
出
、
直
二
詰
日
勤
、
今
日

自
分
詰
日
、
井
上
ハ
初
詰
也
、
阿
飛
州
・
青
山
不
快
二
而
出
仕
無
之
、
高
家
詰

上
野

孝
恭
院
様

御
霊
屋
江

御
目
見
卯
刻
出
宅
、
登
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人 袖
半
襦

と
一
同
二
老
衆
江
御
祝
儀
申
上
有
之
、
西
丸
江
も
出
、
廻
勤
ハ
無
之
、
服
紗
小

三
月
――一日

三
月
四
日

御
昇
進
御
位
階
二
付
、
紅
葉
山

御
宮
江
公
方
様

御
参
詣
、
束
帯
行
列
、
当
朔
日
よ
り
御
服
明
二
付
、
今
日

番
者
六
半
時
登
城
、
御
用
番
計
正
五
時
登
城
、
月
次
出
仕
よ
り
少
々
早
メ

二
出
宅
、
御
目
見
席
両
山
御
祥
月
御
参
詣
之
節
之
通
、
青
山
・
黒
田
・
自
分
三

御
目
見
也
、
御
奏
者
板
阿
波
、
寺
社
二
而
松
豆
、
高
家
戸
土
・
大
右

三
月
五
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
土
井
・松
備
中
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
前
雲
、

御
奏
者
当
番
板
阿

三
月
十
日

両
丸
江
出
仕
、
退
出
よ
り

卯
中
刻
過
出
宅
、
例
之
通

両
丸
老
衆
江
廻
勤

御
法
事
済
二
付
、
御
門
主
・
同
新
宮
御
登
城
二
付
、
辰
中
刻
過
出
宅
、
服
紗

小
袖
半
袴
、
同
席
一統
出
仕
、
御
錠
口
例
之
通
、
大
目
付
案
内
有
之
、
山
吹
之

御
目
見
之
節
之
通
、
勿
論

高
家
も
列
座
、
両
山
御

座
之
間

対
顔
相
済
、
御
白
書
院
江
出
御
、
出
家
一同
之
御
目
見
二
而
、
出
御
之
御

間
無
之
候
二
付
、
申
合
、
詰
日
之
者
外
弐
―
―
一
人
、
嫡
子
衆
壱
人
、
右
ハ
西
湖
之

間
二
而
御
目
見
不
申
上
、
御
錠
口
案
内
二
而
直
二
桜
之
間
江
廻
り
着
座
、

二
月
朔
日
着
座
之
通
、
入
御
相
済
、
直
二
大
廊
下
之
方
江
引
取
、
御
門
主
・

新
宮
入
御
後
御
饗
応
有
之
二
付
、
老
衆
御
会
尺
、
不
相
待
、
右
之
通
直
二
引
取
、

御
参
詣

御

内
府
様
御
一
同
二

御
参
詣
、
老
衆
非

四
月
朔
日

辰
中
刻
過
出
宅
、
酒
井
月
次
初
而
家
督
後
出
仕

番
本
下

三
月
十
五
日

卯
中
刻
過
出
宅
、
詰
日
、
土
井
・自
分
、
残
り
永
井
・
三
浦
、
急
助
順
書
付
自

分
よ
り
通
達

三
月
十
七
日

三
浦
詰
日
江
為
差
替
、
辰
中
刻
過
出
宅
、
相
詰
青
山
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
大

修
、
御
奏
者
当
番
松
丹

三
月
廿
日

詰
日
之
処
、
十
七
日
之
返
詰
二
三
浦
出
仕
、
相
詰
へ
案
内
出
ス
、
三
浦
、
当
番

牧
野
江
頼
、
同
人
出
仕
之
由

三
月
廿
五
日

詰
日
、
辰
中
刻
過
出
宅
、
相
詰
土
井
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
畠
飛
、
御
奏
者
当

三
月
廿
八
日

三
月
廿
九
日

松
備
中
詰
日
之
為
差
替
出
仕
、
相
詰
酒
井
・
牧
内
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
今
川
、

御
奏
者
当
番
板
阿

三
月
晦
日

詰
日
之
処
、
昨
日
之
為
返
詰
、
松
備
中
出
仕
、
昨
夕
相
詰
土
井
江
案
内
申
遣

卯
中
刻
過
出
宅
、
詰
日
、
久
世
・黒
田
、
久
世
不
参
、
土
井
助
之
心
得
、
残
永

井
・
三
浦
、
今
日
酒
井
家
督
之
御
礼
、
牧
野
顆
二
付
在
所
へ
御
暇
出
ル

今
日
詰
日
土
井
・松
備
中
、
自
分
三
人
詰
也
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儀
被

四
月
十
日

今
日
ハ

管
弦
二
付
、
卯
刻
過
出
宅
、
大
広
間
南
御
縁
江
節
句
之
通
り
並
居
、
相
済
候
而

竹
之
間
御
座
席
奉
行
三
浦
不
参
二
付
、
代
り
自
分
勤
、
御
料
理
中
之
間
二
而
頂

戴
、
七
半
時
帰
宅
、
今
日
ハ
水
戸
殿
計
御
登
城
、
今
日
西
丸
江
ハ
出
仕
無
之
、

四
月
六
日

西
尾

若
君
様
御
官
位
二
付
、
大
紋
二
而
一
統
出
仕
、
寅
半
刻
出
宅
、
御
本
丸
江
登

城
、
西
丸
江
ハ
出
仕
無
之
、
大
広
間
二
而
諸
大
名
御
目
見
後
、
詰
日
計
残
り
、

御
黒
書
院
二
而
掃
部
殿
・
肥
後
殿
御
目
見
相
済
候
上
、
詰
日
計
残
り
、
外
同
席

詰
之
者
計
也
、
自
分
帰
宅
八
時
前
、
巨
細
之
儀
ハ
別
二
有
之
、
今
日

ハ
出
仕
無
之

四
月
五
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
之
処
、
右
江
差
替
、
阿
飛
州
出
仕
、
明
日

仰
出
、
自
分
よ
り
通
達
、
石
善
達
、
高
家
詰
番
由
良
、
御
奏
者
当
番

管
弦
被

四
月
四
日

御
目
見
無
之
、
聴
聞
計
也

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
、
高
家
詰
番
大
修
、
御
奏
者
当
番
土
屋
、

明
日
御
能
二
付
、
老
衆
登
城
、
刻
限
表
向
揃
刻
限
等
大
目
付
よ
り
達
有
之
、
着

服
も
念
二
問
合
、
自
分
よ
り
通
達
、
今
日
講
釈
ハ
無
之

四
月
十
一
日

御
能
二
付
、
卯
半
刻
過
出
宅
、
公
家
衆
御
馳
走
御
能
二
候
得
共
、
兼
而
見
物
之

仰
出
有
之
、
帰
宅
七
半
、
炭
斗
目
長
蟷

西
丸
江

巳
ノ
刻
前

上
野

御
成
相
済
、

御
成
二
付
、
御
番
所
江
卯
刻
出
宅
、
相
詰
、
辰
刻
過

還
御
、
直
二
為
伺
登
城
、
於
履
之
間
御
目
付
謁
、
帰
宅
已
ノ
中

四
月
廿
日

領
之
悦
二
相
越
ス

不
時
御
礼
衆
有
之
、
辰
之
刻
出
宅
、
登
城
、
退
出
よ
り
出
羽
守
殿
江
御
刀
拝

御
参
詣
二
付
、
為
御
目
見
卯
ノ
刻
出
宅
、
出
仕
候
処
、
雨

天
二
付
御
延
引
被
仰
出
候
、
直
二
助
詰
勤
、
相
詰
黒
田
、
高
家
詰
番
前
雲
、
御

奏
者
当
番
九
鬼
、
青
山
・
三
浦
下
血
二
付
御
目
見
不
参
、
黒
田
・自
分
助
詰
相
勤

四
月
十
九
日

紅
葉
山

御
宮
江
此
度
之
御
祝
儀
二
付
内
府
様
御
一
同

御
本
丸
江
行
列
二
可
罷
出
候
処
、
昨
夜
亥
ノ
刻
前
、
青
山
よ
り
同
人
不

快
二
而
今
日
御
目
見
二
出
兼
、
助
申
来
、
為
御
目
見
、
卯
ノ
刻
出
宅
登

城
、
黒
田
壱
人
出
仕
、
帰
宅
巳
ノ
刻
過
、
右
之
趣
昨
夜
中
大
目
付
江
断
申
遣
、

行
列
之
方
上
井
、
御
目
見
之
方
黒
田
江
も
案
内
申
遣

四
月
十
五
日

此
度
之
御
祝
儀
、
諸
御
礼
被
為
請
候
二
付
、
惣
出
仕
、
卯
中
刻
過
月
次
之
通
出

刀
・
馬
代
献
上
、
殿
中
八
朔
之
通
、
今
日
黒
田
・
自
分
詰
、
午
刻
過
帰
宅

四
月
十
七
日

巳日二＝ロ 紅
葉
山

御
宮
江

四
月
十
二
日

四
月
十
三
日

公
方
様

御
参

二
而
相
済
、
今
日
御
礼
之
登
城
ハ
無
之
、
廻
勤
計
、
着
服
ハ
服
紗
袷
半
襦
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有
章
院
様
御
参
詣
二

付、
為

城
之
処
、
雨
天
二
而
御
延
引
之
旨
、
松
浦
達
、
青
山
・
黒

御
目
見
二
出
仕
、
松
図
書
不
快
断
、
直
二
黒
田
・
自
分
詰
日
勤
、
両
人

共
当
り
之
詰
日
也
、
高
家
詰
番
前
雲
、
御
奏
者
当
番
九
鬼
、
辰
半
刻
前
帰
宅

五
月
二
日

卯
中
刻
過
出
宅
登
城
、
詰
日
土
井
・
三
浦
、
残
井
上
・黒
田
、
西
丸
江
も
出
、

帰
宅
巳
中
刻
少
し
前

昨
日
之
為
御
礼
辰
半
刻
過
出
宅
、
登
城

、
於
大
広
間
御
奏
者
当
番
謁
、

江
ハ
廻
勤
無
之

五
月
朔
日

五
月
十
日

田
も

増
上
寺
安
国
殿

卯
ノ
刻
出
宅
、
登

御
霊
屋
江

御
官
位
御
祝
儀
御
能
見
物
被

詰
日
、
相
詰
黒
田
、
明
日
年
寄
衆
登

通
達
、
帰
宅
申
ノ
刻
過

御
目
見

五
月
九
日

四
月
廿
九
日

引
取

刻
前
卯
中
刻
過
出
宅
、
登
城
、
詰
日
酒
井
・
永
井
、
残
青
山
・
三
浦
、
帰
宅
巳
中

美恵子

四
月
廿
八
日

上
野
御
成
二
付
、
卯
刻
出
宅
、
御
番
所
江
詰
可
申
処
、
俄
二
腹

□二
付
、
御
用

番
井
大
目
付
中
江
届
申
達
不
相
詰
、
俄
之
儀
二
付
、
家
老
も
不
詰
、
用
人
・
留

守
居
計
二
而
相
済
、
雨
天
二
而
御
参
詣
御
延
引
被
仰
出
、
右
之
者
共
辰
ノ
刻
過

り
通
達

五
月
八
日

四
月
廿
五
日

土
井
詰
日
之
処
、
昨
日
之
為
返
詰
出
仕
、
相
詰
黒
田
之
処
、
右
江
永
井
為
返
詰

出
仕
、
高
家
詰
番
前
雲
、
御
奏
者
当
番
大
岡
、
御
書
付
壱
通
石
谷
達
、
自
分
よ

卯
中
刻
過
出
宅
登
西
丸
江
も
出
、
例
之
通
廻
勤
、
帰
宅
午
ノ
刻
過
、

今
日
御
礼
後
居
残
候
処
、
近
々
御
膳
上
二
付
、
御
能
被
仰
付
、
其
節
見
物
被

仰
付
之
旨
、
於
履
之
間
備
前
守
殿
直
達

詰
日
之
処
土
井
江
頼
、
同
人
出
仕
、
此
方
相
詰
酒
井
江
案
内
出

五
月
五
日

四
月
廿
四
日

殿
在
所
江
湯
治
御
暇
出

城
、
已
ノ
中
刻
前
帰
宅
、
今
日
松
備
中

大
坂
江
急
登
り
御
暇
、
安
部
丹
波
守
死
去
二
付
而
也
、
青
因
州
も
今
日
下
野
守

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
酒
井
、
出
羽
守
殿
忌
二
付
登

達
、
自
分
よ
り
通
達
、
高
家
詰
番
武
田
、
御
奏
者
当
番
西
尾

五
月
四
日

四
月
廿
二
日

不
時
御
礼
衆
有
之
、
辰
刻
前
出
宅
登

出
ス

見
物
被

刻
過

城、

仰
付
、
月
次
出
仕
之
刻
限
二
出
宅
、
登

城
刻
限
、
為
念
岩
瀬
江
承
り
自
分
よ
り

城
無
之
、

西 城、
村
上

御
官
位
御
元
服
御
祝
儀
御
能
、
日
光
御
門
主
・
新
宮
御
登
城
、
其
外
出
家
中

仰
付
、
頭
痛
気
二
而
不
参
、
御
用
番
江
届
無
之
、
同
席
中
江
頼
手
紙
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番
土
淡

紅
葉
山

五
月
十
八
日

五
月
廿
一日

五
月
廿
二
日

計
御
参
詣
也

辰
半
刻
過
出
宅
、
登
城
、
無
別
条

五
月
廿
六
日

内
府
様
ニ
ハ

御
霊
屋
江

御
宮
惣
内
府
様
御
参
詣
二
付
、
為
予
参

卯
刻
出
宅
、
坂
下
御
門
よ
り
同
所
大
番
所
江
相
揃
、
同
席
衆
不
参
多
二
而
、
井

上
計
出
ル
、
雨
天
二
付
御
参
詣
御
延
引
之
旨
御
城
石
谷
よ
り
御
小
人
目

付
ヲ
以
申
来
、
直
二
退
引
、
帰
宅
辰
ノ
刻
前
、
今
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
大
修
、
御
奏
者
当

十
七
日
之
御
延
紅
葉
山
江
御
参
詣
、
永
井

・三
浦
御
目
見
之
処
、
両
輩

共
灸
愴
不
参
、
為
助
青
山
・自
分
出
仕
、
中
通
し
二
退
出
、
帰
宅
辰
刻
過
、
無

別
条
、
今
暁
卯
ノ
刻

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
酒
井
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
由
良
、
御
奏
者
当

番
松
丹
、
今
日
加
賀
守
殿
縮
帷
子
着
用
有
之
、
酒
井
よ
り
当
勤
之
同
席
江
下
手

紙
二
而
通
達
、
嫡
子
衆
江
も
同
断

夜
火
災
二
付
為
伺

候
段
上
席
よ
り
申
上

水
野
壱
岐
守
よ
り
頼
二
付
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
登

付
、
右
名
代
内
藤
因
幡
守
出
仕
、
廻
り
後
直
二
老
衆
・駿
河
守
殿
・備
前
守
殿

列
座
、
水
野
壱
岐
守
退
役
願
候
処
、
病
気
間
も
無
之
儀
、
寛
々
致
養
生
候
様
二

と
下
野
守
殿
被
申
渡
、
因
幡
守
難
有
と
御
請
申
上
、
両
人
一
同
二
退
席
、
直
二

壱
岐
守
方
江
罷
越
、
右
之
趣
申
渡
、
今
日
跡
目
願
二
付
、
為
相
談
一
類
中
大
勢

集
会
、
帰
宅
申
刻
前

五
月
廿
八
日

五
月
廿
九
日

一昨
日
詰
日
之
処
、
井
上
江
頼
出
仕
二
付
、
今
日
為
返
詰
辰
半
刻
過
出
宅
登

城
、
相
詰
青
山
之
処
同
人
差
替
、
阿
飛
州
出
仕
、
無
別
条
、
高
家
詰
番
畠
飛
、

公
方
様

五
月
十
三
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
酒
井
之
処
、
右
江
為
返
詰
永
井
出
仕
、
無
別
条
、

五
月
十
五
日

卯
中
刻
過
出
宅
、
詰
日
青
山
・三
浦
之
処
、
三
浦
不
快
二
付
阿
飛
州
助
之
心
得
、

残
り
酒
井
・
土
井

五
月
十
七
日

御
宮

五
月
廿
四
日

卯
刻
出
宅
、
水
野
壱
岐
守
病
気
二
付
、
退
役
之
願
書
備
前
守
殿
江
進
達
、
自
分

江
取
次
頼
有
之
、
右
屋
敷
江
先
ツ
罷
越
、
御
先
手
田
沼
市
左
衛
門
同
道
二
而
備

前
守
殿
江
伺
公
、
直
達
相
済
、
夫
よ
り
日
比
谷
酒
井
江
立
寄
、
刻
限
見
合
、
昨

両
丸
江
出
仕
、
廻
り
之
節
伺
方
ハ
出
火
二
付
奉
伺
御
機
嫌

も
寅
半
刻
過
二
相
成
ル

高
家
詰
番
大
右
、
御
奏
者
当
番
九
鬼

五
月
廿
三
日

亥
刻
前
外
桜
田
辺
出
火
と
申
儀
二
付
、
人
数
出
ス
、
押
付
自
分
出
馬
、
有
馬
も

出
馬
有
之
、
此
節
非
番
中
下
陣
之
方
江
詰
、
出
火
御
城
内
吹
上
御
庭
之
内
焼
失

之
由
、
直
二
消
火
二
候
得
共
、
御
場
所
柄
故
か
、
老
衆
退
出
延
引
二
付
、
引
取

城
、
同
姓
甲
斐
守
不
快
二
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不
時
御
礼
衆
有
之
、
辰
ノ
中
刻
前
出
宅
、
登

御
奏
者
当
番
堀
田

卯
中
刻
過
出
宅
、
登
城
、
詰
日
酒
井
・
自
分
、
酒
井
不
快
二
付
不
参
、
阿
飛

州
助
之
心
得
、
残
土
井
・黒
田

六
月
二
日

西
丸
下
森
川
屋
敷
よ
り
出
火
、
直
二
消
火
、
御
番
所
江
人
数
出
ス
、

頭
痛
気
二
付
名
代
家
老
出
ル
、
無
間
も
惣
人
数
引
取

昨
日
之
出
火
二
付
、
為
伺
御
機
嫌
登

之
、
今
日
之
詰
日
井
相
詰
江
手
紙
出
ス

六
月
六
日

詰
日
、
辰
半
刻
過
出
宅
、
相
詰
黒
田
之
処
、
右
差
替
土
井
出
仕
、
高
家
詰
番
宮

弾
、
御
奏
者
当
番
牧
越
、
御
書
付
壱
通
松
浦
達
、
自
分
よ
り
通
達

定
日
二
付
、
御
入
側
之
処
二
而
片

土
井
詰
日
江
差
替
出
仕
、
相
詰
三
浦
之
処
右
江
差
替
井
上
出
仕
、
内
府
様
御

御
目
見
済
、
直
二
廻
り
済
、
高
家
詰
番
武

田
、
御
奏
者
当
番
板
阿

詰
日
之
処
、
七
日
之
為
御
返
詰
土
井
出
仕
、
此
方
相
詰
江
案
内
申
遣
ス

六
月
十
一
日

六
月
十
日

土
用
入
二
付
、
為
伺
御
機
嫌
辰
半
刻
過
出
宅
、

城
、
戸
田
・
秋
元
・
朽
木
・牧

両
丸
江
登
城
、
無
別
条

六
月
八
日

六
月
七
日

城
可
致
候
処
、
頭
痛
二
付
不
参
、
届
無

万
事
無
滞
相
済
候

錨
吉
参
勤
、
何
レ
も
出
仕

六
月
十
二
日（

マ
、
）

安
国
殿
淳
臣
院
様
御
霊
前
江
御
参
詣
二
付
、
正
六
時
出
宅
、
登

今
日
御
供
揃
ハ
五
時
前
、
青
山
大
膳
・
松
図
書
・
自
分
三
人
御
目
見
、
退
出
よ

御
用
召
二
付
、
卯
半
刻
前
出
宅
、
登
城
、
例
之
通
在
所
江
御
暇
被
下
置
、

不
参
、
退
出
よ
り
老
若
廻
勤
、
未
ノ
刻
前
帰
宅

申
ノ
刻
過
松
山
城
守
よ
り
使
者
ヲ
以
テ
外
桜
田
御
門
番
自
分
替
り
被
仰
付
、
案

内
諸
事
申
談
呉
候
様
二
と
の
事
、
且
明
朝
迄
其
侭
勤
番
頼
有
之
、
明
朝
交
代
致

し
度
由
申
来
、
承
前
之
趣
及
返
答
、
相
番
有
馬
と
替
り
候
、
朽
木
江
被
仰
付
候
由

六
月
十
五
日

去
夏
御
門
番
被
仰
付
候
節
、
御
城
内
諸
番
所
江
出
置
候
鑑
札
無
滞
引
取
相
済
、

松
山
城
守
よ
り
右
諸
番
所
鑑
札
納
相
済
候
案
内
申
来
、
是
二
而
御
門
番
之
儀
、

六
月
十
四
日

六
月
三
日

午
ノ
刻
過

六
月
十
三
日

六
月
朔
日

城、
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